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会議に付した事件 

 日程第１   第39号議案 基山町放課後児童クラブ条例の一部改正について 

 日程第２   第40号議案 基山暴力団排除条例の一部改正について 

 日程第３   第41号議案 基山町議会会議規則の一部改正について 

 日程第４   第42号議案 佐賀県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び規約の変更に係る協議について 

 日程第５   第43号議案 専決処分の承認を求めることについて（平成24年度基山町一

般会計補正予算（第５号）） 

 日程第６   第44号議案 平成24年度基山町一般会計補正予算（第６号） 

 日程第７   第45号議案 平成24年度基山町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第８   第46号議案 平成24年度基山町下水道特別会計補正予算（第３号） 

 日程第９         委員会付託 
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～午前９時30分 開議～ 

○議長（後藤信八君） 

ただいまの出席議員数は13名で定足数に達しておりますので、本日の会議は成立いたしま

した。 

これより直ちに開議します。 

      日程第１ 第39号議案 

○議長（後藤信八君） 

日程第１．第39号議案 基山町放課後児童クラブ条例の一部改正についてを議題とし、本

案に対する質疑を行います。久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

第39号議案ですね。放課後児童クラブ条例の第４条中「小学校４年生」を「小学校６年

生」に改める、この件についてお尋ねいたします。 

まず、これは放課後児童クラブの指導員さんとの協議は十分に行われ、また同意を得られ

たものと認識してよろしいでしょうか。 

それと、指導員の待遇改善ですね、例えば時間給の見直し、人員の増員、男性指導員の確

保など、これらを含めた協議がされたのかどうかをお尋ねいたします。 

最後に、これは町長にお答えいただきたいんですけれども、国の施策であります放課後児

童クラブ、学童保育、放課後子ども教室、放課後子どもプラン、これらの違いをお尋ねいた

します。 

○議長（後藤信八君） 

内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

それでは、久保山議員の御質問にお答えいたします。 

まず１点目の指導員、４年生から６年生への延長について指導員の同意を得たのかという

ことですが、これにつきましても事前の段階で指導員さんと協議をさせていただいて、６年

生まで延長することによる問題点というか、指導する中での問題点等も協議しながら一定の

御理解はいただいているところですので、あと細かい点の話を詰めさせていただいている現

状でございます。 

それと、待遇改善等の協議についてもということですが、賃金につきましては全体の非常
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勤、臨時職員さんとの絡みもございますので、その点については今後研究をすべきところか

と思いますけれども、あと、人員等につきましても今年度につきましても年度中途で再募集

をかけたりとかそういった部分がございますので、町としましてもなるべく多くの方に登録、

応募をいただいて、なるべく働きやすいような体制をつくりたいというふうには考えており

ます。ただ現在の勤務体制とか体系につきましても、あわせて指導員さんのほうとは協議を

させていただいているところでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 男性。いいですか。あと、制度の違い。小森町長。 

○町長（小森純一君） 

私にということでございますけれども、放課後児童クラブ、そのほか子供を取り巻くいろ

んな施策というのは国の施策というのもございます。何々をおっしゃったか、ちょっと私も

ここにメモし損なったんですけれども、それらのいろいろな定義は私もはっきりしたことは

存じておりません。それぞれやはりその機能機能があって、そういう施策があるもんだとい

うふうには認識はしております。細部にわたって、何か課長のほうから、答えできますか。 

○議長（後藤信八君） 

内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

放課後子どもプランにつきましては、放課後児童クラブ、それから子どもの居場所づくり

等の事業の中で実施しているところでございます。以上でございます。 

○議長（後藤信八君） 

久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

実は、私もこの改正に関しては非常に危惧をしております。それで、指導員の方々にもい

ろんな話をお伺いしてきました。一定の御理解という答弁をいただきましたけれども、私が

お聞きする限りでは、到底受け入れがたい指導員さん方の反応だったように感じております。

また、放課後の子供のあり方に聞いても、本当に十分に認識してあるのかどうか非常にそこ

が疑問であります。そういった意味からでも、今回の施策というのは非常に安易な施策だと

いう認識というのはないのでしょうか。まず、これ１点お尋ねいたします。 

それと、確かに子育て支援策というのは非常に大切なことだと思っています。ただ、町と
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して子供の育ちに関してどう考えていくのかというところが、根本的なものが抜け落ちてい

るように感じているわけです。本当に子供たちをその施設の中で囲うことがいいのかどうか。

それよりも、今回役場別館について子供の居場所なり育ちを支援するような発言もありまし

た。そうした中で、それこそ地域の方と協働で子供の育ちを見守る、このことのほうがまず

大事なんじゃないかなと。そういった周辺整備を考えて前に進めるべきではないかなという

ふうに思っています。私は今回のこの改正案というのはもう本当に大人の論理に振り回され

る、要するに子供の視点が全く見てとれないというふうに思っていますけれども、これにつ

いて、その子供の視点について、町長、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

子供の視点ということでございますけれども、やはり子供は今いろいろ外で遊ばなくなっ

たりとか、そういうふうないろんな問題も出てきております。自然の中で本当に自由に遊ば

せるというのがベスト、ベターだということかもわかりませんけれども、施策としましては、

やはりそういう受け入れ場所というか、そういうことをしっかり備えていくというようなこ

と、それがやはりまずは必要かなと。その中でいかに子供を学ばせるなり遊ばせるなり、そ

ういうことをやっていくというのが必要になってくるのではなかろうかと思います。 

それから、今度のこの放課後児童クラブでございますけれども、大人の視点かもわかりま

せんけれども、やはり今言われております女性も勤務をというようなそういう考え方もござ

いますのでそういう面からして、それが本当に必要かどうか、それも疑問な部分があったも

のですから、アンケートをとったりいろいろなことをやって調査をして、そういうニーズと

いうのはあるというようなことで、今回６年生までというような体制をつくっておるわけで

ございます。本当にもう５年生、６年生、それをあそこで、囲いの中でと言われますけれど

も、ああした施設の中で預かるということ、それは本当に子供のためには果たしてどうかな

と。だけれども、逆に今度は、じゃ、その子たちはどうするかと、じゃ、子供たちはスポー

ツなり何なりさせればいいじゃないかということになるかもわかりませんけれども、必ずし

もそうはいかない人たちもおられるということで、一応門戸は開いておくという、それがや

はり必要かなというふうに思っております。これをもうずっと前から考えておりましたけれ

ども、本当に最近県でも、15年ですか、やはり６年生まで受け入れるようにというような義



- 280 - 

務づけみたいなことも今言われておりますので、それはやはり一部分間違いじゃなかったん

じゃないかというふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

ちょっと私は委員会でこれは審議できませんので、最後の質問になりますけれども、恐ら

くもう視点が全く違うんだと思うんですよね。受け入れ場所として学童保育、いわゆる放課

後児童クラブの門戸を開くというふうに町長言われますけれども、放課後児童クラブに行け

る子供たちはいいんですよ。お金を親が出して行けれる子供たちはいいんですよ。行けない

子供たちがたくさんいることを本当にわかっていただきたいなというふうに思います。何で、

この放課後児童クラブというのが学童保育というふうに、言葉がそのまま同じ施設で呼ばれ

るのか。要するに保育なんですよ。 

確かに町長が言われるように、2015年までに今までのおおむね10歳までという範囲を全児

童というふうに改正がされます。これは８月の国会で決まりましたので。ただ私は、じゃこ

れが決まったからといって、基山町が拙速にこういう取り組みをしていいのかどうかという

のは甚だ疑問であります。先ほども言いましたように行けれる子供はいいです。行かせられ

る子供は。ただ行きたくても行けない子供たちがいるということをぜひご認識いただきたい

のと、ここに次世代育成支援対策後期行動計画もあります。この中には、確かにニーズの分

の表は載っていますけれども、それ以前に、この前の分からも障害者の受け入れというのを

ずっと練ってきているはずです。ただ障害者の受け入れというのはそのままにしておきなが

ら、なぜこちらを先に優先されるのか。そういう問題にもぜひ前向きに取り組んでいただき

たい。 

これはもう恐らく視点の違いなので行き違いになると思いますけれども、最後に、教育長、

子供の育ち、放課後の子供のあり方というものをどのようにお考えなのか。子供たちと恐ら

く一番数多く接してこられたと思いますので、放課後の子供のあり方というものをぜひ教育

長の立場でお答えください。 

○議長（後藤信八君） 

 大串教育長。 

○教育長（大串和人君） 
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児童に限ってということで申しますと、学校では自分たちで学んで課題を見つけて学んで

解決するという、自分で考えるという方向性で子供たちを指導しております。ですから、自

分のうちに帰っても自分で立てた計画、プランで勉強したり、友達と遊んだりということが

あると思うんですが、そういう中で学童保育という中に入ってしまうと、あらかじめ立てら

れたプランがあると思うんです。しかしながら、その中でも自分でできる範囲というのはあ

ると思うので、そういうものを十分に尊重しながら、その中で自分の宿題をしたり自分で課

題を見つけ本を読んだりとかそういうことをやっていけば、十分に子供の育ちは保障できる

のではないかなというふうに考えております。 

○議長（後藤信八君） 

ほかにございませんか。先に、片山議員から。 

○９番（片山一儀君） 

子育て支援事業を充実するために拡大をされたということですが、二、三質問をします。 

児童心理学あるいは発達心理学、こういう視点でチェックされたんでしょうか。もともと

私は、子どもクラブは教育委員会に置いたほうがいいと、ただ単なる福祉の問題だけじゃな

くて、そう言ってきたはずなんですけれども。要するに、外れたために、そういう教育委員

会が持っているノウハウが加味されたのかなと。安易に広げ過ぎていないか。私が小学校５

年だったと思います、直方から電車を乗りかえて不入道まで、那珂川まで行ったのは。要す

るに、５・６年というと随分行動パターン、社会が違ってくるんですね。それから、今は早

くなりましたから、もう女性でも５年生ぐらいから初潮が始まるんです。いろんなそういう

発達心理学的なもの、あるいは生理学的なもの、こういうものを加味しないで、ただ広げれ

ばいいというだけで施策をしていないか。きのう言ったイノベーション、非常にお粗末であ

る。これをお答えいただきたい。 

２つ目。ことしになってから一般社団法人が基山町でできました。その中で子供の預かり

というか、それをやって広報に載せてもらいたいと来たら、企画政策課で断られたと。これ

も企画政策課の課長とは申しません。担当者が一般社団法人に無知であったからです。その

中に居場所づくりというか、子ども預かり事業があったんです。そういうところがよく役場

のほうで理解されていない。 

もう一つ、町長にお伺いしたいのですが、今地域で子どもの居場所づくりとかというのを

公民館でやっております。あるいは社団法人でやろうとしているのは事業としてやろうとし
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ています。それに対して親が、保護者があるいは女性が働ける環境づくりということであれ

ば、そういうところに町も積極的に補助金を出していって、基山町としてそういう女性も働

きやすい環境をつくっているんだよというＰＲをしていくべきじゃないかと思うんですが、

どうでしょう。要するにそこに改革、創造、それがない。ただ感覚的に動く。子どもクラブ

をつくれと言ったら、子どもクラブをポッと名前でつくる。協働といったら協働をつくって

しまう。より深く掘り下げてない、チェックをしていないというのが、今私は非常に問題に

思っているのですが、お答えいただきたい。 

○議長（後藤信八君） 

内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

まず１点目の点についてお答えをしたいと思います。 

確かに御指摘のように、小学校高学年になりますとかなり社会的にも大人部分も認められ

る部分もありますし、発達的に言いましてもそういった部分はございます。それは先ほどの

久保山議員さんの御指摘の中にもあったかと思います。ただそういった部分も含めまして考

えてはきたところでありますけれども、先ほど町長の答弁にもありましたように、親のほう

の立場、そして子供さんの立場両方を検討した中で、やはりそういった働く保護者の方の支

援というのも含めまして門戸を開くというところで、今回のこの条例改正というふうに考え

ております。ただ子供さんの立場から見たところの自立性を養うという点では、先般より申

し上げてきておりますとおり、役場の別館等利用の中で、そういった子供さんたちがそこに

集まっていただけるような環境整備というのも十分考えていきながら、子供さんたちが自分

で考え行動できるような場所というのも、その中で考えていきたいというふうに思っており

ます。 

それと、２点目の一般社団法人等でそういった子育て支援事業をされるというところにつ

きましても、基本的には行政の立場としましては、やはり先ほどから言いますように、保護

者の立場あるいは子供さんからの立場両方を考えたときに、今現在うちのほうで行っており

ます対象学年、そして時間も午後７時までというところで、やはり親子の触れ合いの時間と

いうのも当然必要になってくるであろうというところで考えておりまして、また、それ以上

のニーズというのも当然あるというのも町のほうとしてもわかっておりますが、やはり行政

としましてはそういった形での施策というところで考えております。ただそういった形で、
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ちょうどその中にそういった団体の方で子育て支援をしていただけるというのは非常にあり

がたいことだというふうに認識をいたしております。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

ただいま課長が申しましたんですけれども、やはりいろんなケースを考えなきゃいかんと

いうことはもう当然でございます。当事者が入る入らない、親が入れるか入れないかという

ようなことは、いろいろケース・バイ・ケースで考えられるというふうに思いますので、そ

れはもうあくまでもその門戸を開いてそれから先の選択だということではないかなというふ

うに思っております。 

それともう一つ、今民間でもそういうふうな子育てをというようなことでお考えになって

おられるＮＰＯとかいろいろございますけれども、そういうところとはやはりすみ分けとい

いますか、お互い補完をし合っていくというようなそういう考え方も必要かと、行政ででき

ない部分をやっていただく、行政は行政としてやれる、やるべきことを粛々とやっていくと

いうような考え方もあるのだと私は思います。 

それと、もう少し補助金をとおっしゃったのがどうも私もまだわからないんですけれども、

子どもの居場所づくりあたりはやはり健全育成町民会議なり、あるいは役場のこども課なり

がかかわってやっておると。それから農業団体とか何とかというような協力もございまして、

いろいろなことをやってきておるということです。そこにどれほどの補助金なり費用なりが

かかっておるかということまで私も知りませんけれども、それこそ余りこう補助金補助金と

いうのはいかがかなという感じも今したわけでございます。 

○議長（後藤信八君） 

片山議員。 

○９番（片山一儀君） 

私は、児童心理学あるいは発達心理学を検討したのかと言ったんですが、明確な答えはな

かったですね。どの程度御存じか知りませんけれども。 

そうすると、そういう発達的にターニングポイントにある児童を受け入れ側が、今は２教

室70名ずつですから、じゃ、先ほどもちょっと出てきましたけれども、アシスタントをする

メンバー、それがどのような体制でつくっている、つくろうとするのか、これはやはりやり
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方としても検討しなきゃいけないんですよね。そこまで深く考えないで、ただ広げて人数多

くすれば、６年まで持っていけばいいんだという安易な、要するにきめ細かな考察はしない、

検証をしない事業ではないか。 

それから、２つ目、町長はいろいろな補完とおっしゃいましたけれども、やはり一番大き

な狙いは、先ほど久保山議員からもありましたけれども、要するに女性が働ける環境をどう

つくるか、ただ広げるだけではなくて補完とおっしゃいました。これは一般社団法人がやっ

ている子ども預かりというのと、このひまわり教室なりコスモス教室なりとほぼ同じですね。

ただそこらあたりはしっかり調べて、基山町としてはこういうふうなところまでやっている

んですよと、町長は協働とおっしゃっていますけれども、そういうところは協働を否定され

ているのではないかなと思うんです。あるいは各区の公民館で居場所づくりをやっています。

これはテンポラリーですね。常にやっているところがあるかもしれないけれども、多くはテ

ンポラリーです。テンポラリーならテンポラリーのやり方で、もっとそれを受け入れやすく

するようにする、それが協働である。あるいは行政で直営しなくていいところ、これは指定

管理者制度に持っていったりしているわけですよ。民間委託をしたりしているわけでしょう。

もっとそういうクリエーション、創造が出てこないんですか。もうイノベーションとか思い

を考察する力が非常に狭いんだと思うんです。それが口では言いながら、実態は貧弱である

と私は感じるんですが、いかがか。２つね。１つは受け入れ側の体制の問題、それから協働

なり委託なり指定管理者なりという、直営するのではなくて地域を生かしてそういう体制を

つくるという考え方について、町長はどうお考えになっているのか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

まず、私に聞かれたのはその協働なりというようなことだったと思いますが、これは行政

がしなくてもと、本当にボランティアの皆さん方で、民間で、指定管理者でやれば、それは

そのほうがいい面もあろうかと思いますけれども、まずはやっぱり行政がそういう居場所づ

くりというのを主導して、そしてその中で皆さん方に御協力をいただくと。それは居場所づ

くりいろんなことをやっておると思います。農業体験をやらせてみたり、それから高齢者と

の触れ合いをやったり、子供とつくったりとかいろいろそういうこともやってもらっておる

と。それこそそこが一つの協働じゃないのかなと。これは官民といいますか、行政とボラン
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ティアの皆さん方の協働だと。今はそういう形で、それを全てそれじゃ任せてしまえば、引

き受けていただければそれは結構でございますけれども、まだそこまでというわけにもいか

ないので、行政が主導でやっておるということだと思います。決してそこに協働がもう全然

無視されて排除しているというようなことではないと思っております。 

○議長（後藤信八君） 

内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

まず１点目の運営に関してですが、これにつきましては御指摘のような中で、やはり子供

さんを１年生から６年生まで預かる中ではそれぞれの年齢の特性というものもあるかと思い

ますので、やはり年齢層に応じたクラスの組みかえとか、あるいは運営をする中で高学年の

お子さんたちに低学年の方を見ていただくような指導なりそういった形も考えながら、運営

につきましては今後指導員さん方とも十分協議をしながら諮っていき、また指導員さんのほ

うにも負担が過重にならないような方法をお互いの議論の中で方策を見つけて、それをでき

るような形で体制づくりをしていきたいというふうに考えております。 

それと、あと地域でのことに関しましては、行政としましても地域のより近くでそういっ

た活動をしていただくのがやはりお子さんにとっても保護者の方にとってもよりいいことで

はないかなというふうに考えております。今後もそういった方向で地域の中で活動ができや

すいような行政側からの支援、体制づくりとかお声かけとかそういったことも今後発信をし

ながら、そういった体制ができるような方法、できるような情報も出しながらいかなければ

ならないというふうには考えております。以上でございます。 

○議長（後藤信八君） 

片山議員。 

○９番（片山一儀君） 

１つ、もう随分聞いていて感じられていると思うんです。まず、口で心理学を十分考えて

入れてなかったよと、それをまず認めることが次のステップになります。 

それから、２つ目、町長は、行政主導とか民活とかというのが「or」じゃなくて、要する

に「協働」「or」「または」じゃないんです。「and」なんですよ。これもこれも、そして

やってネットワークをつくって、基山町としてこういう親が働ける環境をつくっているよと

いう発想が大事だし、また、協働ということを言われるんだったら、それを育てる、地域の
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協働化、やれるように。県の協働化とは全然違うんですよ、基山町が考える協働は。だから、

それがやれるようにやはり施策をすることが大事ではないか。見ていると、これかあれか、

まず行政が、こういう意識が強いようですけれども、いろんなさっき言ったように居場所づ

くりと子ども預かりと、あるいはこういうひまわり教室みたいなところといろんなパターン

がありますから、そういう認識をして、それについてまた我々が支援をしながら、経済的な

支援、人的な支援、知的な支援をしながら、やはりネットワークをつくることが大事なこと

だろうと思うんです。そこらあたりを広くお考えいただきたいとお願いをいたします。終わ

ります。 

○議長（後藤信八君） 

いや、ちょっとお待ちください。大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

質問します。 

基本的には、高学年まで学童保育といいますか、放課後児童クラブが、条件が整った上で

延長するということには賛成です。しかし、今の時点ではやはり大きな無理が生じてくると

思います。私も指導員さんにお話を聞きました。課長の答弁とは随分ニュアンスが違ってい

ると思います。 

そこでお尋ねですが、４年生の今の子供が具体的に「ひまわり」「コスモス」男女別、現

在何人いるのか、教えてください。それから、町長は一定のニーズがあるとおっしゃいまし

たが、来年度からの５年生、６年生の子供たちの入所希望が、親の希望なのか、本人の希望

なのか。聞き取り等はされているのか、わかりますか。それから、受け入れのための条件整

備が具体的にどういうものをなされようと考えていらっしゃいますか。３点質問します。 

○議長（後藤信八君） 

内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

まず、現在の４年生の人員ということでございましたので、まずひまわり教室のほうが４

年生が男３名、女９名、それからコスモス教室のほうが４年生男１名、女１名という、合わ

せて14名で今学童のほうの登録がございます。 

それと、２点目の認識のずれという、確かに担当のほうと指導員さんとで毎月いろんなと

ころで話をさせていただいて、今回の件につきましても今年度の12月には結論を出すという
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ことで話をしておりましたので、折に触れ指導員さんのほうとも話をさせていただいて、確

かに御指摘のように、当初の段階ではやはり非常に無理があるのではないか、低学年の１年

生と６年生が同じ中でいく、その両方を見るのは非常に対応の仕方も異なるので大変な部分

もあるという御指摘は受けております。ただやはりそういった中で、先ほどから申し上げま

すとおり、基山町としても６年生までの受け入れ体制ということのお話も申し上げながらい

ろいろな協議をさせていただいて、今私の認識としましては、一定方向で受け入れるのであ

ればというところの議論に進んでいるというふうに私としては理解をしています。 

入所のときにつきましては、申し込みについて保護者の意向、子供さんには直接的にはう

ちのほうからは意向というのはお伺いしておりません。以上でございます。（「具体的な条

件整備」と呼ぶ者あり） 

○議長（後藤信八君） 

もう一度、条件整備……。 

○８番（大山勝代君） 

３つ目の条件整備を具体的に。 

○議長（後藤信八君） 

もう一度説明してください。大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

３つ目に質問したのは、受け入れたとしたときに今のまま、今のあそこの空間に５年生、

６年生の男の子女の子がポンと入ってくるだけなのかということ、何か言い方がまずいです

けれども、その子たちが入ってくるために具体的にこういうものを改めて設置しようとか、

先ほど言われたように指導員さんをふやすとか、そういう具体的な条件整備のものが幾つか

今考えられていますかというのを聞きたいです。 

○議長（後藤信八君） 

内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

条件整備、まず指導員さんにつきましては、人員的にそういった形で大丈夫なのかどうか

というところにつきましては議論させていただいているところでございます。ただ、人員的

には県のガイドライン等の中では人的な部分の配置というのがありますけれども、それとは

別に、６年生まで受け入れた場合に実際に保育をする中で必要があるのではあればその態勢
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を考えなくてはいけないということでは協議をさせていただいております。ただ現在うちの

ほうに登録いただいている指導員さんの数というのが限りがございますので、その中で次年

度はもう少しお申し込みをもっと広く集めなければいけないということでは検討はさせてい

ただいております。以上でございます。 

○議長（後藤信八君） 

大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

指導員さんの認識は、自分たちは今こうして働いているというのは、放課後児童クラブと

いう名前はついていますが、指導員さんの受けとめ方としては保育をする、低学年の子供た

ちを見守るという感覚ですよね。それに対して高学年の子が来たら「すごい戸惑っていま

す」ということをおっしゃいましたけれども、「どう指導したらいいかわからん」とおっし

ゃるんですよね。そこは、先ほど片山議員が言われたように、子供たちの１年生から６年生

までの具体的な発達段階の中でどう子供たちを見ていくか、どう見守る指導をしていくかと

いう基本的なものがきっちりなされなければ、公として受け入れるというのが本当におぼつ

かない、怖い、危惧するところだなと思います。最近、行きましたけれども、まだ子供たち

がたくさんおる中で、本当に落ち着いて子供たちが過ごしていました。そこで、ここに高学

年の子が入ってきたらどうなるんだろうなと想像しましたけれども、そういうところを町長

一度見てほしいなと思います。 

そして、先ほど課長が言われました10人の中で、コスモスではもう今４年生が来ていない

というような言われ方をされましたが、それはどちらが正しいのでしょうか。そういうこと

を聞くのはなぜかというと、４年生の子供たちが今の学童保育では満足していないという一

つのあらわれなんですよね。男の子が少ない、女の子がひまわりでは多いということですが、

それも男女の子供たちの特徴ですよね。そして、もし高学年の子供たちをあの空間の中に入

ってもらうとしたときに、知的好奇心を満たすようなものは何もありません。行動的な動き

が押さえつけられます。押さえつけなければ仕方ないです、指導員にしてみたら。そうする

と摩擦がふえてきます。その摩擦が高学年の子が低学年の子を攻撃するというパターンにな

っていくのは目に見えています。先ほど課長は、高学年の子が低学年の子をお世話するとい

うような言い方をされましたけれども、それをするためにはきっちりとしたリーダー的な指

導者がいるべきです。指導員の方にそれを求めるのは難しいと思います。そこで幾つか、先
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ほど言いましたように、町長にあの場を見てほしいし、指導員の方の本音を聞いてほしいと

思いますが、いかがですか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

私も非常に放課後児童クラブというのは気になるところでもございます。どんな状況かな

ということで何度か行ったことはございます。そして、長居してどうこうと、ずっと一日中

おってどうということではございませんけれども、やはりあそこを通りかかると中に入って

指導員さんとも、指導員さんの待遇がどうですかとかそんなことは、御苦労はどうですかと

そこまでは話してはいないですけれども、指導員さんとも言葉を交わすというようなことは

もう当然私もやっております。 

それから、高学年が入ると心配される向きはあろうかとは思います。議員おっしゃるよう

に、誰かしっかりした指導者をというようなその考え方もわからないじゃないんですけれど

も、しかし、吉野ヶ里あたりの、あそこは一応児童館となっておりますが、あそこにはもう

中学生も来ているはというような、どうかしたら高校生も来ているのかなと、そして、ある

程度自主運営みたいなこともさせておるというような話も聞いておりますので、そこは一つ

持っていき方もあろうかと思います。ただやはり気をつけなきゃいけないのは、今までどお

りではいけないというような、そういうようなところはやはり指導員さん方に御苦労かける

かもわかりませんし、またこっちも考えていかなきゃいかん部分かもしれません。 

○議長（後藤信八君） 

内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

先ほど申し上げました人員につきましては登録ということで数字を上げさせていただいた

ので、実際に登録をされても来られないお子さんもいらっしゃいますので、ちょっとその点

は手元に実際に来た数の数字がありませんので、その点は確認はできません。 

それと、指導の分で御指摘いただいているというのは、確かにその点も指導員さんのほう

からは、どういった形でやっていいかわからないというところは御指摘いただいております。

この点につきましては、年に１回は研修等も指導員さん方受けていただいておりますし、今

後、そういったことでの研修というのを当然やっていかないといけないというふうに思って
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いますし、学童支援センターというのが県のほうにございますので、そういったところから

の指導員さんからのいろんなアドバイスとか、そういった部分も含めて今後指導員さん方と

一緒にどういった形で実施をしていくのか、あとはクラス編成だとかも考慮して考えていか

ないといけないと思っています。 

それから、実際５年生、６年生になって、今度新年度から始めますから初めて来られると

いうお子さんももしかするといらっしゃるかもしれないんですけれども、低学年からずっと

上がってこられるお子さんが大半じゃないかなということはちょっと考えております。そう

いった中では児童クラブというのがどういったものかというのもある程度わかった上で、５

年生、６年生になられるお子さんもいらっしゃるのではないかというふうには思っています

ので、そういった点も含みながら今後体制づくり、運営づくりについては十分検討していき

たいというふうに考えております。 

○議長（後藤信八君） 

ほかにありませんか。河野議員。 

○５番（河野保久君） 

僕は、学童保育というと何か感覚が、さっき久保山議員もチラッとそれと似たようなニュ

アンスでおっしゃいましたけれども、何か預かってあげていればいいのかなと、ただそうい

うようなニュアンスに受けとられるんですよ。もうちょっと教育的なやはり子供たちに、僕

は親のこともあるけれども、やはり子供たちにどう基山として育ってほしいのかという視点

があっての学童保育みたいな、そうすると福祉的な視点だけでこうやっておけばいいやとい

うふうな感覚だけのものが強いような気がするんですよね。もうちょっと子供ってどう育っ

ていってほしいという教育の一環でどう捉えていくか、そういう視点がちょっと欠けている

ような気がするんですけれども、学童保育の中での教育との絡みというか、そういうような

施策というか工夫というか、そういうお考えはないんでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

河野議員さん御指摘のは非常に難しいところでの視点になるかとは思いますけれども、実

際、現場のほうでは指導員さんたちで保育をしていただいて、お預かりした時間内はきちん

と安全に、そして適切な生活の場を提供するというところで、現在、学童、放課後児童クラ
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ブを維持しておりますので、その中に教育的視点というところまで現実的に我々が指導員さ

ん方に求めるのは、ちょっと非常に難しい部分もあるのかなと思っています。ただそれを補

完するというか、そういった部分で地域の中とか身近なところでいろんな生活の場というの

もまた芽生えていきながら、そういった部分とあわせて、また別なところでのそういった教

育的な子供さんたちの部分というのも考えていかないといけない部分もあるのかなと、ここ

の場所だけにそこのものを入れてやるというのは、現実的に現段階では非常に難しい部分が

あるのかなというふうに考えております。 

○議長（後藤信八君） 

河野議員。 

○５番（河野保久君） 

それから、指導員の方、僕もちょっと不勉強なので教えていただきたいんですけれども、

例えばふだん日常のところではなくて、休みのときがありますよね。ああいうときは指導員

の方は全員女性とか年代層というか、例えば僕が考えているのは、要は学生さんだとかそう

いう方々の協力を得るとか、そういうような幅の広げ方は考えられないんですかね。という

のは、私ごとで恐縮なんですけれども、うちの女房もかなり前に指導員をやっていたことが

あるんですよ。何を子供たちが望んでいるかというと、何ていうのかな、ちょっと上のお兄

さんたちにいろいろ教えてもらいながらというふうなニュアンスのことを言う子供が多かっ

たよという話もよく聞いて、「やっぱり女の人、私たちだけじゃ限度があるもんね」みたい

な言い方もされて、確かにそうだよね、６年生になってきて、じゃ、おばちゃんというのは

ちょっとというようなところもあるので、そういうような指導員の幅というのか、そういう

ようなものを広げるというような考え方はないんでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

それは我々行政側としても、幅広い年代層、幅広いいろんな知識と経験を持った方が御登

録いただいて指導員として御活躍いただく、お願いするのが一番いいというふうに考えてお

ります。実際、男性の方からも１名「できるんだろうか」というお問い合わせもあって、ぜ

ひお願いしたいということではお答えしているところではございます。 

現実的には、インターンシップとかそういった形で学校のほうから要請があった場合は、
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うちのほうでも積極的に受け入れをさせていただいて、実際にことしも女の子の高校生と、

今度来週は男の子の学生さんが、短い期間ではありますけれども、実際に来ていただいてい

ます。その中で反応を見てみますと、やはりかなり子供たちも喜んで実践してもらったとい

うのもありますので、できれば御指摘のように、夏休みとかそういった場合に学生さんとか

そういった方も今後は来ていただけるような体制づくりというのも検討していかなければい

けないというふうには考えております。 

○議長（後藤信八君） 

河野議員。 

○５番（河野保久君） 

ぜひやはり僕は、教育的視点というもの、非常に子供を育てるという視点をもうちょっと

いろんな形で研究していただいて、この前豊後高田市に視察させていただいてすごく感激し

たのは、たまたま月曜日に視察に行かせていただいたら、プラチナ館というのかな、そうい

うところで４年生、６年生が自主的に集まってきて、ボランティアの方々が宿題の面倒を見

たりして、そこにちゃんと出欠表があって、もうあくまでも出欠は自由なんですよね、出欠

表がつけてあって、しかも指導員の方が、この子はきょうこういうあれをしていました、こ

うでしたみたいなのをちゃんと連絡帳みたいなものをつけて持たせて、子供たちが非常に自

主的に学習して、しかも、放課後そういう学習的なものから全てそういうものを賄っている

と、これも一朝一夕にできたものだとは僕は思いません。ですから、基山町のほうも、そう

いう仕掛けをするときにやはり長期的な町としてこうしてほしいんだよというものを持って、

やはり広い視野でやっていただきたいなと思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

○議長（後藤信八君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

所管ですので詳細についてはまた委員会で伺いますけれども、私もこれは一般質問でも何

回かしたこともありますし、ちょうど３年前ですか、対象生を３年から４年に、そして利用

負担の見直しをしたときにも、今の論議は大分実はしたんですね。これについては大分町の

ほうも、「いや、十分見直しをしていくんだ」と言いながらできていない部分があると。今

回の部分は、特にこれは町長が２期目公約で６年生まで受け入れをしていくんだという公約

でもあったんですね。これはまず町長が今回思い切ってこの公約を実行するのかなというふ
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うな気はしているんですね。そのためにはそれだけの、先ほどからずっと出ているように、

条件整備をきちんとしないといろんな不安は出てくるということだろうと思います。 

それで１点まず確認します。先ほど久保山議員も質問されました。やはり男性の指導員が

要るんじゃないのかと。私も何度か指導員さんの話も聞いたり見たりする中で、どうしても

４年生を受け入れるときにもそうだったんですね。「いや、もう３年生、４年生の男の子を

なかなか面倒見切れない」と。「走り回って飛びついたりされれば、もうやっぱりぎっくり

腰になったり」とか言う指導員さんもいらっしゃって、それが原因でやめられた指導員さん

もいらっしゃるんですね。ところが、今回は５年生や６年生までになると。ますます男の子

は活発に動き回ると。とても私は女性の指導員では見切れないという、ここに一番不安があ

るんだろうと思うんですね。 

じゃ、そこの不安をどのように解消するのかというのが全く先ほどからの答弁では出てこ

ないと。同一規模、同一賃金が基本ですので、じゃ、男性指導員さんだけ高くしますよとい

うわけにはいかないですね。だから、何らかの解決策をやはり模索してもらわなければなら

ないと、私もすぐこの場で男性指導員さんを雇うだけの何か解決策があるかと言えば、賃金

を上げる以外にほかになかなか見当たらないんですね。一定程度私が一般質問で質問したと

きには、老人クラブ、シルバーセンター、そういうところに一定程度お願いして、そこから

の派遣なりというのもあるのではないかと。そうしないとなかなか指導員さんが集まらない

のではないかというのも言ったことがありますけれども、そこをまずひとつ今日までどう検

討されているのか、この特に男性指導員の扱いについて質問します。 

それから、もう１点は、指導員さん、今回は８時30分から８時にすると、30分早めると。

そして、普通は６時までですけれども、土・日の場合は１時間、７時までなんですね。朝の

８時から夜中の７時までと11時間ですね。本来、そこに指導員さんが途中で交代とかもしな

ければ、１日の勤務時間、日々雇用職員の皆さんは職員に準ずるという扱いですので、皆さ

んが今勤務時間７時間30分ですか、これを超えるわけにはいかないんですね。皆さん方はこ

れを超えれば超過勤務手当なり出ていると思うんですね。前も少し一般質問でもしましたけ

れども、日々雇用職員は一切手当が出ないという回答ですよね。手当は出ない中で、今時給

865円ですか、865円で７時間30分をオーバーさせるというのは、これは明らかに条例にも違

反している中身になりますよね。この辺の扱いはどうなっているのかというのと、もう一つ

は、３回ですので聞きますけれども、放課後児童クラブというのは基本的には共稼ぎ、また
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はひとり親とか、親が病弱で家庭では放課後見られないというふうな条件がありますね、入

所する場合の条件として。しかし、例えば子供たちは、家に帰れば共稼ぎでもないからと放

課後児童クラブに入れない子供たちが、じゃ放課後どのように過ごしているのかという中身

がやはりひとつ問題になるんですね。私も少し福岡市とか、これは条件も違うかもしれませ

んけれども、グラウンド開放員というのがいらっしゃるんですね。特に日曜日とか春休みと

か冬休みとか長期休業、どうしても子供たちが、放課後児童クラブに行ける子供はいいです

よ、行けない子供たちはどのようにしているのかという中で、グラウンドを開放すると。そ

して、開放するためには必ずグラウンドを管理も含めて監視も、児童たちに目が届くような

形でグラウンド開放員というのが各学校には、特に小学校にはきちんと配置されているんで

すね。そういう中で子供たちの子育てをしていると。だから、両面的に考えないといけない

部分が、ただ単に放課後児童クラブに通っている子供たちの対象を拡大してするというのと、

行けない子供たちをどのようにするのかという二面性を考えなければ、私は公平におかしく

ないのかという気はしますけれども、今質問しました男性指導員の扱いと指導員さんの勤務

の扱い、それとグラウンド開放員、今質問しましたけれども、この３点について回答お願い

します。 

○議長（後藤信八君） 

内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

まず、男性の指導員の確保については、募集としましてはもう広く募集をさせていただい

ているところではあります。ただ具体的に男性の方に絞ってそういうところに直接的にお声

かけをしているというところは実際にはございません。ただ対象年齢を65歳まで上げるとか、

そういった形での特別に指導員についてはするといった形では行っております。 

それと、時間の部分についてはシフトを組んでいただいてしていただいていますが、実際

のところ、長期休業中についてはその形で勤務をしていただいているところでございます。 

あと、御指摘のように、入所につきましては家庭で保育ができないお子様をお預かりをし

ているという状態ですので、先般より保護者の方にアンケートをとった中では、放課後に子

供さんがいる場所は「１人でいる」あるいは「自宅にいる」、また高学年になりますと塾と

か、あとはいろんなクラブみたいなところに行っているという状況であります。そういった

中では、実際に子供さんが１人でいるといった状況にあるかと思っております。以上でござ
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います。（「グラウンド開放員」と呼ぶ者あり） 

○議長（後藤信八君） 

 グラウンドの開放。教育長。 

○教育長（大串和人君） 

福岡市あたりでやっているグラウンド開放員につきましては、放課後にグラウンドを開放

するときの不審者対策であるとか防犯上の問題で確かに入れたと思うんですね。ですから、

子供たちを指導したりいろんな把握したりするためというよりも、そういう対策でグラウン

ド開放の一環で入れたのではないかと思うんですが、基山町の場合は一応グラウンドは放課

後開けておりますが、その場合の管理は学校のほうでグラウンドはやっておりますので、不

審者の対策等については教員がしているというところでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

１点、男性指導員の関係ですけれども、募集はしているんですよという態度ですよね。い

や、女性でも男性でも分け隔てなく募集はしていますと。しかし、募集しているけれども応

募がありませんと。じゃ、応募がありませんから仕方ありませんということでいいのかとい

うのを言っているんですね。だから、特に今回５年生、６年生、４年生まで受け入れるとき

にも私はこの問題を本当は言ったんですね。そのときに、いや、男性も募集しますよと、し

ているんですよというふうな答弁だったんですね。今度は対象年齢を５年生、６年生まで上

げるんだと。そうするとこの問題は必ず出てくると。ここに一番指導員さんも不安があるん

ですよという中身だから、どうかやはり今から先、４月から実施するためにはあと３カ月間

余裕はあるわけですので、何らかの対応策をしないと指導員さんは物すごく負担になります

よという部分ですよね。だから、私も言いましたけれども、すぐこの場でこういうのがある

というようなことは言い切らないと、いろんな問題がありますから、だから、十分まずそこ

を考えてもらいたいというのが１点です。 

それから、先ほど指導員さんの勤務時間について言いましたね。そのままでしてもらって

いるというのはどういうことですか。１日の勤務時間は７時間30分を超えていませんか。

（発言あり） 

○議長（後藤信八君） 
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 私語はやめてください。（「はい」と呼ぶ者あり） 

○６番（重松一徳君）（続） 

超えてませんか。もし超えているんだったら問題ですね。それが２点です。 

グラウンド開放員については、違うんですね。確かに防犯上、安全上あるんですけれども、

日曜日とか長期休業日にしていると。基山小とか若基小学校は休業日、日曜日はどうしてい

ますか。閉めて、例えばスポーツクラブとかというところに使わせているでしょう。一般の

子供たちが入れないでしょう。私が言ったのは、福岡市でしているのは、まず子供たちが遊

ぶ時間が優先なんですね。だから、解放してさせているんですね。子供たちの遊び場なんで

すね。しかし、今、基山小学校、若基小学校はそうじゃないですね。そこが私は問題なんだ

と。だから、きちんとしたそういうふうに、スポーツクラブが使うのはまた別に球場もある

し総合グラウンドもあるし、そこをどうかしないと、今はもう全面的に、基山町はいろんな

スポーツクラブがありますからそこを否定しているわけではないんですけれども、やはり小

学校は小学生がまず優先に使うものだというふうなのが私は一番じゃないのかというふうな

考えも持っていますから質問しているんですね。今言いましたものをお願いします。 

○議長（後藤信八君） 

ちょっと待ってください。最初の質問。内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

まず、指導員の確保につきましては、御指摘のような形で、より積極的に男性の指導員さ

んも応募いただけるような形でいろんな方法を検討させていただきたい。また年が明けまし

たら募集の呼びかけをさせていただきますが、それ以外にもいろいろな方法を検討して、な

るべく男性の指導員さんも応募いただけるような方策を考えたいというふうに思います。 

指導員の勤務につきましては、シフトを組みながら超過勤務にならないような形でしてい

るというふうに思っておりますので、その点ちょっと確認をさせていただきます。 

○議長（後藤信八君） 

 グラウンドの件。（「学校の件はいいです、もう」と呼ぶ者あり）いいですか。重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

確認させてくださいというか、これは毎月毎日勤務時間については出してもらっています

ね。問題は、今回は８時から７時までですけれども、例えば前準備、そして終わった後の後

片づけ含めて勤務時間とみなすというふうに、前回のときにそういうふうになったんですね。



- 297 - 

それまでは見てなかったんですね。見てないことはおかしいと、サービス労働じゃないのか

ということで言って、いや、きちんと今から先はそういうところについては前準備、後片づ

けも勤務時間としてみなしますと。そうすると、実際朝の８時から夜中の７時までと言いま

すけれども、その前後がつけばもう少し勤務時間は長くなるんですね。 

それから、皆さん方とか、例えば学校の先生含めてそうでしょうけれども、休憩時間とか

きちんと何時から何時まで休憩ですよと、何時から何時までは昼休みですよと決まっていま

すね。指導員さんの方には特に、平日だったらいいんですよ、受け入れるのが２時ぐらいか

らですからね。しかし、特にこういう日曜日とか長期休業日になれば、物すごく長い間ずっ

と拘束された状態で仕事をしなければならないと。先ほど言いましたように、予備に何人か

指導員さん方がいらっしゃればいいんでしょうけれども、案外指導員さん方はギリギリの割

り当ての数で働かれているんですね。そして、特にその日の出る子供たちが少なければ指導

員さんの数も減らしていると。そういうところで今回も出ていますけれども、臨時雇用員の

不用額なんかが、更正なんかがですね、実際予算は組んでいるけれども、不用額でとか更正

されたりしていますよね。この辺の勤務時間とかもきちんと把握されていますか。どういう

ふうに休憩時間もきちんととっているとかいうところまできちんと把握されていますか。こ

れは１日の勤務時間というのは毎日日報か何かで出されていると思うんですよね。今すぐで

も調べようと思えば調べられますか。 

○議長（後藤信八君） 

内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

それは当然指導員賃金をお支払いしておりますので、日報あるいは勤務は把握しておりま

す。 

○６番（重松一徳君） 

じゃ、あしたの委員会で出してください。 

○議長（後藤信八君） 

 あと、委員会で議論ください。ほかにございませんか。木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

本当に、放課後児童クラブですね、私も大歓迎でございます。４年生を６年生に上げると、

時間も早めると。本来ならば、放課後家に帰って、大家族であればじいちゃん、ばあちゃん
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と一緒に暮らせる、また、地域で遊ぶというのがあるべき姿でございますけれども、どうし

ても子供さんが少ないと。私もシングルマザーの人を知っていますけれども、聞きますと、

「何ばしよんね」と。「私もよくわからんけど、子供は帰ってテレビを見よる。家に一人」

と、そういう環境なんですね。そういう環境の子供さんはどうしても兄弟も少ないんですね。

この６年生まで上げてくれると、６年生は小学校の最高学年であるし、長男長女ですもんね、

小学校におっては。だから、小さいお子さんを弟や妹みたいに育てる環境をやはり、指導員

さんは大変でしょうが、長男長女が小さいお子さんを一緒に兄弟愛を深めると。こういう指

導方針をしていってもらえば、指導者も苦労は少なくなるし、そういう方向にお願いしたい

んですけれども、どうでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

そういうふうになればよりその効果、６年生までお預かりを広げる効果というのが出るの

かなというふうには思っておりますが、現時点でそこまでいくとは、将来的にはそういう方

向でいけるような形でお願いをしたいと思っておりますけれども、現時点では、まずはその

体制づくりということをきちんとできるような形で、指導員さん方と協議を進めたいという

ふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

確かに、今の教育は個人個人。本当にマルバツ方式ですね。点数とればいいのか。実際の

社会はそうじゃないですものね。社会に出れば、やはり共同のお互いに力を合わせてやるの

が仕事ですものね。そういうやはり先輩後輩、そういう環境づくりを、今のお子さんは兄弟

が少ないからわからない。そういう指導方針をこの教室に入ったら、親御さんもそれも望ん

でおると思います。「教室入ったから、いっぱいしっかりなったよ」と。そういう方針で教

育をお願いしたいと思います。以上です。 

○議長（後藤信八君） 

ほかにありませんか。品川議員。 

○10番（品川義則君） 
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基本的なことをお伺いいたします。今回の放課後児童クラブ、国がガイドラインを出して、

県も昨年ガイドラインを出しました。国のガイドラインの中で、職員の体制ということで、

放課後児童クラブには児童指導員を配置すること、この指導員は児童福祉施設最低基準の第

38条に、児童の遊びを指導する者の資格を有する者が望ましいと書いているわけですね。職

員の採用に対して、この基準に合わせた採用基準で行われているのか。また、実際、現在の

指導員の中にこういう資格を持っていらっしゃる方が何名いらっしゃるのか。 

それから、定数があると思うんですけれども、実際は定数よりも少なく、30人ぐらいです

かね、少なくひまわり教室とかはありますけれども、登録制ですので、登録制で定員数は12

0名ですね。当初120名になっていて、あとから転校してきた方が登録をすることはもうでき

ないですよね。その場合の体制はどのように対策はとられるのか。とりあえずその２点をお

願いしたいんです。 

○議長（後藤信八君） 

内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

募集段階で資格要件はつけておりませんので、資格のない方でも応募いただいております。

ただ実際にその中には保育士の資格をお持ちの方とかそういった方はいらっしゃいますが、

現時点でその方が何名いらっしゃるかというのはちょっと手元に資料を持ちません。 

それと、実際に登録を、先ほど申し上げましたように、登録はされていますが実際に来ら

れていない児童とかもいらっしゃいます。そういった場合でも、やはり登録をされていると

いうことは来られる可能性もあるということですので、こちらとしましては、ひまわり教室

の場合定員120名を超えた場合は、ちょっと待機という形に現実的にはならざるを得ない。

ただこの時点では、そういった形になるとしかお答えはできません。 

○議長（後藤信八君） 

品川議員。 

○10番（品川義則君） 

そうすると、定数があって登録されて120名で、小学１年生とか２年生という子供たちが

入ってきても待機児童ということになるわけですよね。それがもう一点。 

それから、グラウンドの使用についてお尋ねをしたいんですけれども、放課後児童クラブ

の子供たちが小学校のグラウンドを使って遊ぶことができるのか。また、そういうことを実
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際にされるのか。また、いろんなスポーツクラブが使われていますので、そういうことをで

きるようなことを実際として行われているのか。ですから、グラウンドを使用した放課後児

童クラブの活動が今できているのか。その２点ですね。お願いいたします。 

○議長（後藤信八君） 

内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

ひまわり教室の場合は、ひまわり教室の近くで実際に夕方には少年野球等で使われている

かと思いますが、遊具等を使って一部グラウンドで遊んだりとかといった形で使っておりま

す。コスモス教室の場合は、グラウンドではなく裏側の一部とか、ある程度指導員が目の届

く範囲で実際は遊んでいます。全体として動く場合は、そういった形で広いところを使うか

もしれませんけれども、基本的には一部グラウンドも使って放課後を過ごしております。 

○議長（後藤信八君） 

 ほかにありませんか。牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

一つ確認をさせていただきたいんですけれども、アンケートをとられたということなので、

４年生から６年生に枠を広げてもある程度これぐらいの人数が来るであろうということは予

想されると思うんですけれども、それに対して指導員さんの募集もされると思うんですけれ

ども、指導員さんの募集をして思う人数に対しての指導員さんが集まらなくても、条例を改

正して６年生までに枠を広げてしまってそれに申し込みがあった場合、その指導員さんの数

で運営をされますか。当然足りないと思えば随時募集ということをされますけれども、一応

運営はずっとしておりますから、この児童クラブですね、とりあえず自分たちの期待してい

るこの人数でというのに足りないけれども、募集はかけているけれども来ないから、これで

やりますというそういう運営の仕方をされるということですか。それをちょっと確認させて

ください。 

○議長（後藤信八君） 

内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

おっしゃるように、基本的にはまずは指導員さんを運営できるような体制の形で募集をま

ずは進めたい、それに全力を入れたいというふうに考えております。ただもし運営できるよ
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うな数にならなかった場合には、そのときに、定員は定員として定めておりますので、当然

それを考えないといけないかと思いますけれども、その時点で、実際に指導員さん方との協

議をしながら実務については進めないといけないかなというふうに考えております。 

○議長（後藤信八君） 

 牧薗議員。 

○３番（牧薗綾子君） 

もう一つそこを突き詰めてというか、もうちょっと聞きたいんですけれども、先ほどから

ほかの議員からも手当というか、それに対して受け入れて、条件のほうが多分整備が不十分

じゃないかというところがそこだと思うんですけれども、普通の仕事であれば、正職であれ

ば、例えば１カ月前にこうこうこういう理由でできませんからやめますと言うことができる

けれども、臨職の場合、普通最低１カ月前ぐらいには、ちょっと６年生の枠を広げていただ

いたら、もう低学年に対してはできるけれども、自分が多分できないということで言われた

場合に、正職と違って臨職ですから、そこのとめるというか、通常はもう少し頑張ってくだ

さいということは言われるでしょうけれども、給料面で、だからやめないでどうこうという

あれがないと思うんですよね。 

だから、枠を広げてしまって子供たちは受け入れたけれども、今の状況で、委員会でも話

しているけれども、なかなか募集をかけても人が集まらないで、先ほどの条件の整備のほう

ももう一つ指導員さんとの話の中でという以外に特に手当がないのに、運営はしてしまって

いる。そして、結局募集して人員が集まらないから指導員さんの数は足りない。それで結局

足らなければまた募集をかける。でも、運営はずっとそのままでということになると、残っ

てやっていらっしゃる指導員さんの負担がすごくふえると思うんですけれども、その辺の早

急な条件整備ですよね。もうそういうことで指導員さんが集まらないとなったときは、もう

この人数に対しては最低限これだけの人数を確保するんだというような具体的なものという

のは持っていらっしゃいませんか。これは確認です。 

○議長（後藤信八君） 

質問の意図はわかっていますか。確認しているんですよ。（「ちょっと長く言い過ぎた」

と呼ぶ者あり）内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

御指摘のように具体的方策ということをおっしゃっているかと思うんですけれども、日々
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雇用賃金に対して、先ほどから資格の問題とかおっしゃっていますので、そういった資格要

件とかそういった部分をつけられるようであれば、その賃金の部分も別枠という方法も考え

られるかと思いますが、現実的になかなか募集をかけてもギリギリの中で動いているという

中では、やはり広くいろんな指導員さん方を来ていただくというのも一つの方法なので、そ

ういった要件を厳しくするというのも非常に難しいのが現実ではございます。ただうちのほ

うとしては、そういった中ではありますけれども、とにかく必要な指導員さんを確保するた

めに全力を挙げるということで考えております。 

○議長（後藤信八君） 

ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

ないようですので、第39号議案に対する質疑を終わります。 

ここで11時まで休憩します。 

～午前10時49分 休憩～ 

～午前11時00分 再開～ 

○議長（後藤信八君） 

休憩中の会議を再開します。 

      日程第２ 第40号議案 

○議長（後藤信八君） 

日程第２．第40号議案 基山町暴力団排除条例の一部改正についてを議題とし、本案に対

する質疑を行います。重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

まず、これは私もよくわからないんですけれども、何がどう変わっているんですか。とい

うのは、これは国の法律が変わったということで条例の規定の整備を図ったということです

ね。暴力団排除条例を基山町が制定したのが去年でしたか、ことしから施行ですかね、こと

しの３月からでしたか、しましたけれども、そのときにもいろいろと問題があるんだという

のも私も質問したことがあるんですけれども、今回なぜ国が改めてこの法律を変えたのかと

いう中身が１点。 

それと、前回は県がこれは指導しているんですよと、国も指導して県も各市町暴力団排除
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条例を制定してもらえるようにというふうな指導もずっとあったわけですね。今回もそうい

うのがあっているのかというのと、もう一つは、特に暴力団の関係ですので片や公安委員会、

逆に言えば暴力団に対抗できる国家権力、こういうふうな警察、これが大変関係ある部分で

あるわけですけれども、こういうのも含めて基山町にどのような影響、町民にどのような影

響があるのか、説明をお願いいたします。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

今回の暴力団による不当な行為の一部改正の目的でございますけれども、読み上げて説明

いたします。 

最近における暴力団を巡る情勢に鑑み、暴力団抗争及び暴力的行為等に伴う市民生活に対

する危険を防止するための処置について規定するとともに、国家公安委員会の認定を受けた

都道府県暴力追放運動推進センターが、指定暴力団の事務所の付近住民等から委託を受けて

当該事務所の使用等の差し止めを請求するための制度を導入するほか、暴力的要求行為及び

準暴力的要求行為の規制等を強化する等の必要があるために改正するということで、大体主

な目的といたしましては、重要な目的といたしましては５つの項目を上げてあります。 

１つ、対立抗争による危険を防止するための処置に関する規定の整備、２点目に暴力的要

求行為等に伴う暴力行為による危険を防止するための処置に関する規定の整備、３番目に都

道府県暴力追放運動推進センターによる事務所差し止め請求制度の導入、４番目に暴力的要

求行為及び準暴力的要求行為の規制の強化、最後に５つ目、暴力団による不当な行為の防止

等に関する国等の責務及び民間活動促進に関する規制の整備ということで、この最後の５点

目の中に、今回32条の２に事業者等の責務というのが追加になっております。これにつきま

しては、先ほど５番目に言います、事業者等は不当要求による被害を防止するために必要な

措置を講じ、その事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させることがないよう努めな

ければならないという条項が、先ほど言いました32条の２に追加されましたので、条項のず

れで今回32条の３の１に改めるものでございます。 

それと、県の指導ということで御質問がありましたけれども、今回は法律の改正によって

うちの条例を変えるということでございます。 

基山町に対する影響と言いますけれども、今のところ、暴力団に対するこういう問題等は
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基山町にはあっておりません。以上でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

今、５つのを言われましたね。対立抗争、確かに今新聞等で北九州等を見れば暴力団同士

の対立等があっておると。それと、不当な要求、暴力団追放のステッカーを張っていること

に対しての嫌がらせとかそういうのが今問題になって、そして今よく新聞等で、特定危険指

定暴力団ですか、これに指定するために公安委員会が公示して反問と言いましょうか、そう

いのを聞く機会を設けるとかを今されていますよね。 

基山町には影響がないと、別に今のところそういう影響はないというふうな言われ方をさ

れておりましたけれども、旧内山建設跡地を購入するときにはそういうふうな動きもあるん

だと、暴力団とまでは言わんけれどもそういうふうな動きがあるんだというふうな話等もあ

ったわけですよね。全く今後ないというふうには言えないと。特に、事業所、飲食店も含め

て基山町内の事業所に対する不当な要求ですね。今は余りないんですけれども、年末とかに

なれば、しめ飾りとかそういうふうなのが結構あったんですよね。 

しかし、そういうのも今はないのかもしれませんけれども、そういう面では、基山町とこ

の警察、特に佐賀県警も含めて、前回のときも佐賀県警の情報が基山町のほうにはなかなか

来なかったんですね。あの内山建設のときにも。だから、最終的には、町長も何度も言いま

したけれども、うわさですよと、そういううわさがあるというふうな言い方しかできなかっ

たと。正確な情報が伝わってこなかったと。伝わってこなかったのは、町長には来ているか

もしれませんけれども、私たち議員とか町民には来なかったわけですよね。今回こういうふ

うなことできちんと情報提供も、こういう不当な要求があったというのは町民とか事業所が

佐賀県警なりに通報しないと表に出ないんですよね。表立ってこちらは情報提供するけれど

も、なかなか県警のほうからは情報が来ないという問題とかは把握されていますか。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

うちの農林環境課のほうで、１カ月に１回、安全なまちづくり推進協議会を行っておりま

す。そこの当然委員の中には鳥栖の基山の交番の所長様も入っていらっしゃるし、そういう
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情報はこの安全なまちづくり推進協議会の中で報告は随時あっております。しかしながら、

大きな事案についてはお話はなっておりませんけれども、基山町に対する例えば、暴力団で

はありませんけれども、空き巣とか自転車盗難とか、そういう情報は随時ここの協議会の中

で報告はあっております。以上でございます。 

○議長（後藤信八君） 

ほかにありませんか。品川議員。 

○10番（品川義則君） 

この事業所の責務ですよね。その事業活動を通じて暴力団に不当な利益を得させることが

ないように努めなければならないというところの「不当な利益」ということはどういうこと

なんでしょうか。また、こういうことを行った場合、事業者に対してどういう罰則があるの

か。それから、こういった情報がどれだけの事業者に伝わっているのか。その３点お願いい

たします。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

今おっしゃっていますのは、事業者の不当な利益……事業者の不当な行為ということなん

ですか。 

○議長（後藤信八君） 

ちょっと質問をもう少し説明してください。何を聞かれたか。 

○10番（品川義則君） 

はい。済みません。 

事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させることがないようにですね。ですから、

事業所は何をしたらこの法律に触れてくるのか。物を売ってはいけないのか、アパートを貸

してはいけないのか、紹介をしてはいけないのかですよね。不動産業もそうですし、我々の

小売業とか、物を売ってはいけないとか、その不当な日常の事業活動、営業活動をやってい

るときに、どういうことを暴力団にしてはいけないのかですね。不当な利益を得させてはい

けないということですね。そのところがなかなかこの条文は難しいので、わかりにくいので

どういうことなのか、わかれば説明をください。 

○議長（後藤信八君） 
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 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

例えば事業所あたりが暴力団員等へみかじめ料をやるとか、そういう行為だというふうに

理解しております。 

○議長（後藤信八君） 

松石議員。 

○12番（松石信男君） 

済みません。うちの所管でないので、ちょっと確認をさせていただきたいのですが、いつ

ごろかわかりませんが、基山町内に住む暴力団の構成員の方かな、逮捕されたというような

ことも聞いております。その件についてどういうことなのか。それと、もう一つ、基山町内

の指定暴力団の構成員、これは何名実際にいらっしゃるのか。それを把握されておれば、そ

れを説明願いたい。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

前回、新聞報道でありました基山町の暴力団員で逮捕された件がありますけれども、それ

につきましての情報はうちのほうには来ておりません。 

それと、基山町の暴力団の人員に対する把握というのは、本町のほうではしておりません。

以上です。 

○議長（後藤信八君） 

松石議員。 

○12番（松石信男君） 

そういうことについては把握していないということですけれども、やはり町民の方の安全

安心を保つ上でも、その辺の情報把握といいますか、きちんとすべきではないかと思うんで

すよね。いや、そこまではする必要はないと、所管の範囲ではございませんということかも

しれませんけれども、やはりそれはきちんと把握していただきたいと。いわゆる暴力団のい

ろんな抗争関係もいろいろあるわけですが、暴力関係、その辺の情報についてのこの行政と

しての把握、これは警察から連絡というのがなければわかりませんと、こちらから請求する

ことはありませんということなのかどうか。その辺はどうなっているんですか。 
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○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

今、議員がおっしゃいますように、その暴力団員が、佐賀県警あたりで把握されている人

が例えば準構成員ということであれば、当然その名前は記載されておりませんので、そこに

ついても当然町ではわからないということでございます。以上です。 

○議長（後藤信八君） 

 情報把握の仕方。松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

それにつきましては、佐賀県警のほうに照会をしなければならないかというふうに思いま

す。 

○議長（後藤信八君） 

ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

ないようですので、第40号議案に対する質疑を終わります。 

      日程第３ 第41号議案 

○議長（後藤信八君） 

日程第３．第41号議案 基山町議会会議規則の一部改正についてを議題とし、本案に対す

る質疑を行います。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

ないようですので、第41号議案に対する質疑を終わります。 

      日程第４ 第42号議案 

○議長（後藤信八君） 

日程第４．第42号議案 佐賀県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び

規約の変更に係る協議についてを議題とし、本案に対する質疑を行います。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 
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ないようですので、第42号議案に対する質疑を終わります。 

      日程第５ 第43号議案 

○議長（後藤信八君） 

日程第５．第43号議案 専決処分の承認を求めることについて（平成24年度基山町一般会

計予算（第５号））を議題とし、本案に対する質疑を行います。片山議員。 

○９番（片山一儀君） 

副町長にお尋ねしたいんですが、提案理由に補正が急務なためであると書いてある。私は

ずっと提案理由を話題にして、特に予算のところには提案理由が普通書かれていない。それ

で町長は、書いていないけれども口頭で提案理由の説明をされます。我々は中学のときに文

章を要約するという訓練を受けているんですね。基山町の町長なのか職員なのかわかりませ

んけれども、文章を要約する能力が低いと思うんですが、ここに、補正が急務なためと書い

てよくわからないんですね。地方自治法では179条で、特に緊急を要するために議会を招集

する時間の猶予がない場合、必要条件として確かに緊急はあるんですね。十分条件として、

議会を開くいとまがない場合というこういう条件。要するに、提案理由には必要条件、十分

条件を満たさなきゃいけないんじゃないかと思うんですが、副町長に教えていただきたい。 

それからもう一つは、この中に、選挙のことはわかります。でも、鳥栖工業高校の補助金

が入っています。これが本当に、例えばこの時点であれば予備費を執行しておいて、後で次

の６号あたりで補正をすることもできたのではないかと思うんですが、それについては財政

課長にお伺いしたい。以上。 

○議長（後藤信八君） 

 田代副町長。 

○副町長（田代正好君） 

専決処分の理由ということなんですけれども、必要条件、十分条件が整った段階で初めて

専決処分ができるのではないかということだと思いますけれども、今回の専決理由としては、

その衆議院選挙、それから最高裁判官の国民審査の執行ということで、直ちに準備行為に入

る必要があります。そのためには予算等が必要でありますので、専決処分をして予算を確保

するのはやむを得ないのではないかというふうに考えております。 

一般的に、一般的と言っていいのか、ちょっと言葉があれなんですけれども、総選挙に関

する予算につきましては、各自治体とも専決処分で了解、承認をいただいているところでご
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ざいます。 

○議長（後藤信八君） 

城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

専決処分と予備費充用の明確な区分というのはございませんけれども、どのような場合に

予備費の充用で行うかと言いますと、比較的金額が少なくて、必ずその時期に支出をするこ

とが義務づけられているというか必要であるということと、支出そのものが疑義が出にくい

というような場合については予備費の充用をいたしております。それ以外については基本的

には専決処分ということをお願いしておりますので、今回のさっき言われた鳥栖工業の駅伝

出場に対する補助金につきましては専決処分でお願いをいたしております。以上です。 

○議長（後藤信八君） 

片山議員。 

○９番（片山一儀君） 

前にこの議会で論議になりましたね。本当に議会を開くいとまがなかったのかとあった。

やはり必要、十分条件をきちんと述べられるほうが、私はいいんじゃないかと思うんです。

何か副町長、ごまかされたような感じがするんですけれども。国民審査、もう選挙ではある

んですよ、それは急務で招集のいとまがなかったからと、こういうことがある。それから、

予備費の運用については、多額のという話がありましたけれども、予備費というのはいろん

なケースが考えられるんですけれども、私はここで専決処分をしなきゃいけないほどのもの

かなという気がするんです。たしか何十万かの話ですよ、補助金も。そう思うんです。それ

は今回の６号でもよかったじゃないかと思うんです。これはお答えは、私の所見を予備費の

運用ということについて、執行権の範囲内ですのでと思いますので、申し上げておきたかっ

ただけです。終わりです。 

○議長（後藤信八君） 

鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

関連で、片山議員の言うことに余り賛成じゃないと言いますか、そもそもですよ、今、財

政課長は予備費と専決処分は同じようなものですというのを言われましたよね。明確な違い

があるんですよ。予備費というのは地方自治法第217条第１項で予備費があり、専決処分は
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地方自治法第179条に規定があるんですよ。今まで私も過去の議会で予備費と専決処分のや

り方について質問いたしましたけれども、財政課長の認識は全く違うんですよ。専決処分と

予備費というのは全く違うんですよ。予備費というのは、一般会計予算を立てておいて、予

算外の支出が発生したときに予備費を計上しなければならないというのが217条にあるんで

すよ。ですね。これをすれば、今度の専決処分の内容、私も全協のときに質問しましたけれ

ども、専決処分というのは議会が議決すべき事項を、急を要したためとかでできないときに

専決処分をするんですよね。例えば今度の衆議院議員選挙のような選挙費というのは全く専

決処分に該当すると思うんですよ。しかし、鳥栖工業には優勝してもらわないといかんです

けれども、こういう10万円の支出を専決処分をするということではなくて、これは予備費を

充当すべきなんですよ。それは予備費を充当するかというと、物の性質上、結局、こういう

小さなところまで予算とか補正とかをするのではなくて、この予備費を充当してやり、緊急

を要する災害復旧とかそういうものについては専決処分はどうしても仕方ない、災害復旧、

東日本大震災とか。しかし、この款の福祉民生費と社会福祉なりこの鳥栖工業のを専決処分

をされた根拠が、担当課長は一緒と思ってあるからされておるんですが、私は地方自治法上

に明確な区分がありますけれども、どういうふうにお考えですか。 

○議長（後藤信八君） 

城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

地方自治法上の区分については確かに議員おっしゃるとおりでございますけれども、予算

を補正したりする場合には、法的なことは別として、第１番目が議会で議決をいただくこと

ですね、通常の定例会で。その次が、臨時議会でまた議決をいただくこと。それから、流用、

充用ですね。現象面だけで言えばですよ。ですので、今回専決処分をお願いをしますので、

予備費の充用でするよりも専決処分でお願いをしたということでございます。 

○議長（後藤信八君） 

鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

そこなんですよ、基本的な考えが。（「コンプライアンスに劣る」と呼ぶ者あり）だから、

そういう考え方をするから、こういうですよ、私ははっきり言って議会からとすれば、予備

費はどんどん使ってもらいたくないんです、本当は。しかし、物の性格上、どうしても予算



- 311 - 

外の支出ができた、鳥栖工業が県で優勝したと、そういうのを一々議会にかけるというのは、

議会の行政運営上なりの議会にもそういう、無駄な時間というと失礼ですけれども、そうい

うことを与えないために予備費の計上は認められているんですよ。それでたまたま専決処分

のやつがあったから工業のをしました、そういう理屈では、財政課長に、そういう考えは直

らないようですけれども、副町長、どうですか。この考え。 

○議長（後藤信八君） 

 田代副町長。 

○副町長（田代正好君） 

鳥飼議員の御指摘については、重々私たちも理解しております。確かに専決処分の取り扱

いですけれども、それと予備費の取り扱い、ちょっと整合性がとれてない部分も一部あるの

かなと私自身も感じているところでございますので、今後、その専決処分でいくもの、予備

費で整理するもの、そこをちゃんと整理して対応したいというふうに考えております。 

○議長（後藤信八君） 

片山議員。 

○９番（片山一儀君） 

私、一番最初にここへ出てきたときに、基山町の予算はこう１回１回補正されるので、現

金出納帳を見るような感じだったんですね。１回１回これでやられるということでびっくり

した記憶があるんですが、今、城本課長だけ非常に指摘されて、私が一番申し上げたいのは、

今回一般質問でのコンプライアンスなんです。要するに遵法精神、きちんと手続をやったと

いう話だったけれどもそうじゃなくて、我々は、法律についてどう定められているか、どう

しなきゃいけないのかとその根本に立ち返って、やはり城本課長だけではなくて、各課長に

もお願いしておきたい。先ほど農林課長もおっしゃったけれども、これが条例にあるいは法

律に反するかどうかは司法が決めることなんですね。あなたが決めることではないんですよ。

感じはわかる、言いたいことはわかるけれども、日本のシステムは、行政がやって司法が判

断をしてということになっているんですね。だから、そこらあたりをやはりコンプライアン

スをしっかりしておかないと間違っていくんですよ。何となく、過去のこうやっていました

という町長の言葉あるいは隣に問い合わせるということになっちゃいますので、ひとつよろ

しく、専決にしてもね。この間もちょっと言いました。議会に専決を求める必要、了解を求

める必要があるの、全協で、町長の権限でおやりになったらいいじゃないですかと私は申し
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ました。法律に基づいておやりになればいいんですよ。しっかりよろしくお願いします。何

かあれば言ってください。 

○議長（後藤信八君） 

ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

ないようですので、第43号議案に対する質疑を終わります。 

日程第６……（「済みません。事項別明細は聞かないの」と呼ぶ者あり） 

事項別明細も含めてと思ったんですけれども、なしですか、事項別単独でいきますか。

（「お願いします」と呼ぶ者あり）重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

今、事項別明細の中で聞こうと思って聞かなかったんですけれども、先ほどから鳥栖工業

高等学校の駅伝競走の大会出場と、総務課長が専決処分をさせていただきますということで

ちょっと事前にあったときに、私もやはりこれは専決処分に入れるのはおかしいのじゃない

かというのを言ったんですね。というのは、今回、去年もそうでしょうけれども、鳥栖工業

が駅伝に出ると。町長のほうに出場の挨拶が行われるということで、町長は「じゃ、頑張っ

てください」と。これは多分助成金というよりも祝い金ですよね、性格は。そうすると、私

はこれは交際費で払うべきなんだというふうに思っているんですね。なぜかというと、例え

ば鳥栖高校の体操の龍さん、全国大会も出られて国際大会でもいいところまでいかれて、オ

リンピックにも出るんじゃないかぐらいの選手だったんですよね。じゃ、その人たちとか、

今いろんな大会、鳥栖高校にしても商業にしても正門入口の前にはばあっと横断幕が、いろ

んな大会いろんな全国大会に出られているんですよね。そういう中で今回されているのは、

町長に出場の挨拶に来られたからなんですよね。そうすると、私はこれは性格上は祝い金、

交際費で払うと。そうすると別に専決処分にも出さなくてもいいというふうな形になるんで

すね。だから、この辺については私はきちんとしたほうがいいと。どこには払ってどこには

払わないとかいうふうなのも、全くそういうあれはありませんよね。だから、これは町長が

「いや、私の気持ちでしました」ということだったら、これはやはり祝い金ですよね。この

辺の使い分けを、私はぜひしていただきたいと。そうしないと、じゃほかの団体にはなぜし

ていないのかというふうになるんですね。この辺、町長、どう思われますか。 
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○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

挨拶に見えたから助成するというかお祝いを差し上げるというような、そういうつもりは

私はありません。ほかにも確かに野球が優勝されて全国大会に行かれるというような、そう

いうケースが過去にありました。そういうときとか駅伝とか大体その辺のところで、ほかに

も何か全国大会に行きますというようなことでお見えになられても、必ずしもそれをお祝い

を差し上げる、助成をするというようなそういう認識というのは、私は持ち合わせておりま

せん。 

○議長（後藤信八君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

だから、議会のこういうふうな形で事項別明細の中に入れて支出するとなれば、何かそう

いうふうな基準が要りますよね。でも、基準が持ち合わせがないとなれば、例えば、これは

補助金にしてもそうでしょうけれども、町長はこれは自分の施策、考えなんだということだ

ったら、それはそれでいいんですよ。しかし、こういうふうな形で一般管理費の中の負担金

補助及び交付金というふうな中身でするんだったら、やはりきちんとした基準が要るんじゃ

ないですかと。基準がなかったら、やはりこれは性格上祝い金という形ですべきじゃないん

ですかと。これが今回に限らずずっと来年も再来年もこういう問題は引き継ぐだけに、やは

りどこかで整理しておったほうがいいんじゃないですかというふうに私は思うんですけれど

も。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

その基準をはっきりしておけばすっきりするということかもわかりませんけれども、そん

な基準でどうこうということでもないと。これはそういう言い方はまたいろいろと問題あろ

うかと思いますけれども、過去にもそういうふうなことでお出ししておるというそういう事

例もございますし、それから、やはり議会にもこれを承認をしていただくと、単なる交際費

ということだけじゃなくて、議会にも了解をしていただくというようなことで上げるという
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のが、むしろ私のほうは何かそのほうが合っているような気がしております。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

私としては鳥栖工業のＯＢですから大変うれしく思っております。 

それで、私もその祝い金とかお金というのはある程度の基準、懸垂幕のあれがあったでし

ょう、全国大会に行けば一枠団体下げるとか、ああいう金額も基準を設けてもらいたいと。

もし、祝い金としたら、鳥栖工業がベスト８も入って優勝でもしたら、またお祝い金とか出

るかもわからんからですね、そこら辺の基準をはっきりしたがいいなと思います。 

○議長（後藤信八君） 

城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

先ほど来、重松議員からのお話は確かにそのとおりだと思いますけれども、財政を預かる

者としては、税金ですので、金額10万円ですが、町長交際費から出していただいて広報とか

で報告をいただくよりも、予算化をちゃんとして支出をしていただきたいというのが財政的

な考えでございます。以上です。 

○議長（後藤信八君） 

品川議員。 

○10番（品川義則君） 

しかしですよ、この10万というのは慣習ですよね。前回も10万だ。基本的にものがないわ

けですよね。何に行ったからどうだとかという予算の助成金の基準もないでしょう。である

ならば、政治家としての町長が判断して交際費のほうから出すというのがいいのかと思うん

ですけれどもね。予算立てができないんですよね。根拠が何ですかと言ったら、前回のとき

に行ったときも10万でしたと。じゃ、世界大会に１人行ったときに幾らなのかですよね。昔

エアロビクスで行かれましたよね。世界大会で優勝されました。そのとき町から多分出てい

ないと思うんですよね。そういうこともあるんですから、だからその辺のところはあればい

いんですけれども、なければですよ、ほかのところもあるでしょうし、基準をしっかりしな

きゃいけないし、出さないなら出さないとかそういう話もできると思うんですよね。だから、

根拠がなければだめだと言われているのに、そこのところはわからないからこうやって質問
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していると思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

根拠を言われれば、確かに議員言われるとおりですけれども、エアロビのときには、補助

金の要綱がありますのでそれに沿って支出をしております。以上です。 

○議長（後藤信八君） 

品川議員。 

○10番（品川義則君） 

そうしたら、今回もそういうことで基準でできるんじゃないですか。違うんですか。今回

はしなくて前回したと。いいんですか、そういうことで。町の予算、税金使ってと言われま

したよね。それならば、それでいいんですか。逆に、今の発言はおかしくないですか。 

○議長（後藤信八君） 

何ですか。答弁の調整。（発言あり） 

暫時休憩します。 

～午前11時36分 休憩～ 

～午前11時41分 再開～ 

○議長（後藤信八君） 

休憩中の会議を再開します。 

 大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

43号議案全部ですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

６ページ、７ページの民生費、衛生費ですが、専決処分というのは今度の選挙のものだけ

と私は思っていましたけれども、こういう形で絶対ここで出さんといけない項目なのでしょ

うか、質問します。 

○議長（後藤信八君） 

 小野総務課長。 

○総務課長（小野龍雄君） 

これは先ほどから専決なのか、それとも予備費充当でやるべきじゃないかという一つの議
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論の過程ではあると思いますが、このことについては一番初めに鳥栖工業と選挙について専

決をお願いするということで、私が説明を忘れておりましたのでということで、全員協議会

の中で、この項目については人事異動の関係でこういうことが発生し専決のほうをお願いす

るということで協議をさせていただいたと思っております。 

○議長（後藤信八君） 

大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

一般会計の事項別明細では間に合わなかったということですか。 

○議長（後藤信八君） 

 小野総務課長。 

○総務課長（小野龍雄君） 

これは、12月１日付で人事異動を行ったためにそういう措置をとらせてくださいというこ

とでお願いさせていただいております。 

○議長（後藤信八君） 

ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

ないようですので、第43号議案に対する質疑を終わります。 

      日程第６ 第44号議案 

○議長（後藤信八君） 

日程第６行きます。第44号議案 平成24年度基山町一般会計補正予算（第６号）を議題と

し、本案に対する質疑を行います。 

議案書17ページをお開きください。失礼しました。議案書12ページをお開きください。 

13ページ、14ページ、第１表、歳入歳出予算補正。質問ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

16ページ、地方債補正。ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 
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事項別明細に入ります。補正予算の事項別明細をお開きください。 

３ページ、歳入、使用料及び手数料、教育使用料。重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

キャンプ場の使用料のところで伺いますけれども、ここはキャンプを町内外含めて利用し

てもらった部分の使用料だろうと思うんですね。しかし、キャンプ場が使用できなくなった

というふうな、これは新聞にも載っていましたね。蛇口とかこういう金属類が盗難に遭った

と。そして使用できなくなりましたと。使用できないということは使用料もその間は入って

こなかったというのもありますけれども、基山町はどれぐらい損害を被ったのか。そして、

当然早急に復旧もされたのだろうと。どれぐらい復旧工事にお金がかかったのか。そして、

これは盗難事件として警察も動いたわけですけれども、犯人等は捕まったのか。この辺一連

の関係を説明お願いいたします。 

○議長（後藤信八君） 

 内山教育学習課長。 

○教育学習課長（内山敏行君） 

今回キャンプ場の使用料ということで補正をお願いしておりますが、先日、２回目の盗難

に遭っております。水道蛇口、それからトイレの水を流すところのパイプとかをとられてお

ります。今ちょっと金額は手元にございません。修繕等の見積もりを出して依頼をしており

ますが、これをすぐに修理をしてまたとられるんじゃないかというちょっと懸念がありまし

て、対策を近隣のほうにも聞いてみて、そこら辺を少し整理をしてから修理をしたいなとい

うふうに思っています。時期的にこれからの分についてはやはり相当利用者の方も減ります

ので、今のところ当面利用中止という形でさせていただいています。事件がありました翌日

も、前日にはあったんですけれども、たまたま次の日に見に行ったときになかったという、

もう夜間にとられているという状況です。警察のほうにも来ていただいて、現場検証してい

ただいて細かくチェックもしていただいております。一応まだそういう犯人が捕まったとい

うような話は聞いておりません。 

○議長（後藤信八君） 

ほかにありませんか。林議員。 

○11番（林 博文君） 

今のキャンプ場使用料のところですが、要は、前はここのキャンプ場の使用料関係は取ら
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れておらなかったわけですが、私も毎年ここのキャンプ場のグラウンドなりいろんな施設を

使わせていただいておりますが、利用料金を取るようになって約５年ぐらいになるかと思い

ますが、取る前と取ってからのやはり利用者、そういうのは多く使われていますか。使用料

をやっぱ払らわないかんけん、利用者が少のうなりよりゃせんですか。 

それと、ここは私もちょうど利用する前のときに水道の蛇口、白いとですね、あれを全部

とられておったわけですね。そういうようなことがあって、警備会社の巡回とかそういうの

はされてないとですか。ちょっとこの２点。 

○議長（後藤信八君） 

 内山教育学習課長。 

○教育学習課長（内山敏行君） 

利用料金を取り始めてから急激に減ったかというと、最初はちょっとそういう状況だった

と思いますけれども、今は毎年安定して利用されているとは思います。 

それと、警備会社がキャンプ場のほうにずっと見ているかというのは、それはあってない

と、していないということでございます。 

○議長（後藤信八君） 

林議員。 

○11番（林 博文君） 

ここは日ごろは誰もおらない、利用者がないときはですね。そういうことから盗難等もあ

るし、私も森林組合のほうで山にたまに行くときもありますが、いろんな施設がもう相当老

朽化をして、上のほうの例えば釜ですね、それとか中の飯ごうとかそういうのが真っ黒にな

っておりますが、やはり利用者の立場から見れば買いかえの時期とかそういうのの予算をつ

けて、キャンプ場の使用関係で昔は子どもクラブなんかがもう期日がとれないように予約予

約でずっと入っておったわけですが、ほとんどの基山町の小中学校の関係では各区の子ども

クラブもこのキャンプ場を使用されていないようですが、そういうのを含めて施設の整備を

今後検討していただきたい。その点、どうなんでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 内山教育学習課長。 

○教育学習課長（内山敏行君） 

ただいまの施設の更新関係は、確かにいろいろと古くはなっております。ただかまどが壊
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れた分についてはもう前回補修をさせていただいておりますので、今はきれいになっており

ます。あと、やはり全体的にかなり老朽化はしております。当然必要な部分でどうしても使

えないような部分については、やはり修理等で対応していかなかければならないというふう

には思っております。（「ちょっと最後に」と呼ぶ者あり） 

○議長（後藤信八君） 

林議員。 

○11番（林 博文君） 

確かに上のほうで利用者も少ないか、もう少なくなってきておるんじゃないかと思います

が、やはりペンキぐらいはきれいに塗って明るく利用者がいいような施設に補修をしていた

だきたい。これはもう最後の要望です。よろしくお願いします。 

○議長（後藤信八君） 

ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

４ページ、国庫支出金、民生費国庫負担金。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

 ５ページ、13款２項３目、４目、国庫補助金。鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

直接これでありませんけれども、町長にお尋ねしますけれども、昨日総選挙がありまして、

年内に新政権が発足する予定、首相首班指名がある予定と聞いております。それに関連しま

して、現在の政権から新しく政権がかわると思いますけれども、新政権のマニフェストなり

の中で財政対策といいますか、大きく変貌すると、私個人的に、変わって補正予算なり追加

補正、経済対策とかが出てくると思うんです。それに関連しまして、恐らく相当の赤字建設

国債とかそういうもので手当てして経済を立て直すというかそういうことになると思います

けれども、それになったときに、基山町としていろんな要望なり、いや、基山町は何も載り

ませんよ、補正予算にも載りませんよという考えなのか。はっきり言って、公共施設、白坂

久保田２号線なり、私がいつもお願いしております塚原長谷川線なり、いろんな町営住宅の

建てかえとかそういう感じについて、町長は現時点で、そういうのを補正予算に立って基山
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町の公共施設、道路整備、町営住宅の建てかえなど懸案事項についての新政権に対しての予

算等について、現在の時点でもいいですけれども、各課の要望等をまとめられておられるの

か。全く白紙なのか。今後の補正予算に対応して、基山町として町長として新政権に対する

公共施設なりを持ってあるのか、全然持ってらっしゃらないのか。現時点では。どうでしょ

うか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

新政権になってかなり大がかりな補正をというような話も聞かないじゃございません。し

かし、それが現時点でどの程度かということも皆目わかりませんし、災害復旧とか何とかそ

ういうふうに主につぎ込まれるのかどうか、その辺のところもはっきりしたこともありませ

んので、現在のところ、それじゃ何も幅広げてあれもやろうこれもやろうというような具体

的なことは今のところ考えはいたしておりません。 

それから、もう一つはやはり裏負担というようなことも当然あるわけでございますから、

その辺も考え合わせながら各課と詰めていきたいと。やはりそういうふうな補正が組まれれ

ば、ある程度はそれに乗っかるというのも一つの得策方法かなとは思いますけれども、その

辺はまた考え合わせていきたいと思います。 

○議長（後藤信八君） 

鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

町長はそういうお考えでしょうけれども、いろんなある程度相当負担軽減策も出てくると

思うんですよね。今度のような100％道路、50％の補助で起債が全額見るとか、やはり基山

町の、昨日か一般質問でもあったように、町長はいろんな懸案事項を抱えていると思うんで

すよ。だから、そういうのを町長のほうが集約されて、補正予算は別にしてでも、公共施設

のどうしても耐震化の問題とかトンネル事故とかありました橋の問題とかいろんな問題があ

ると思います。やはり長期的な計画を立てて、各課からの吸収をされて、そして積極的に取

り組んでいただくように強く要望いたします。以上です。 

○議長（後藤信八君） 

ほかに５ページ、ありませんか。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

ここで１時まで休憩します。 

～午前11時56分 休憩～ 

～午後１時00分 再開～ 

○議長（後藤信八君） 

休憩中の会議を再開します。 

６ページ、14款１項１目、民生費県負担金。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

７ページ、14款２項１目、２目、３目、４目、５目、県補助金。９目、県補助金。重松議

員。 

○６番（重松一徳君） 

９目の労働費県補助金についてですけれども、少し一般質問でも質問しましたけれども、

今回、歳出では緊急雇用の部分の採用がなかったとか辞退されたとかということで更正がさ

れておりますけれども、427万2,000円の今回構成されている部分について説明をお願いいた

します。 

○議長（後藤信八君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

ちょっと詳しい資料はありませんけれども、主に先ほど議員おっしゃいましたとおり、ほ

とんどが人件費ですので、１つは住みよい環境づくり事業のほうが１人途中でやめられまし

て、それの補充は結局のところ必要がなくなったということで、１人減の体制でやれるとい

うことでそれが雇用しなかった分です。それからもう一つは、保育園のほうで保健師を雇う

ことにしておりましたけれども、こちらのほうが応募がなかったということで減になってお

ります。それから、観光情報の収集・発信事業のほうが嘱託でしておりましたけれども、途

中で事情がありまして臨時ということにしましたけれども、その関係で共済費関係ですかね、

そういうものが減になっております。以上でございます。 

○議長（後藤信八君） 
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 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

これは歳出のほうでわかるんですね。私が言っているのは、全体の金額は2,868万ですよ

ね。そのうち今回427万。全部が緊急雇用じゃないかもしれませんけれども、当初県がこれ

だけ緊急雇用できますよということで予算を組んだ部分ですよね。これは町のほうが県のほ

うに、これだけ採用しますという計画を出して、これは県のほうが基金事業ということで認

めた部分だろうと思うんですね。人件費の２分の１ですよね。そうすると、先ほどからいろ

いろ説明はあったけれども、例えば途中で退職されたとか何とかだったらあと補充をやろう

とかいうふうな形で、せっかくこの緊急雇用という形、少し震災等で中身が変わったという

のも言いましたけれどもこれはちょっと別として、緊急雇用でこういうふうに来た部分の補

助金をなぜ基山町は有効に使っていないのかというところが、私はちょっと不思議に思うん

ですね。その辺はどうですか。 

○議長（後藤信八君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

議員確かにおっしゃるとおりですけれども、１人はおっしゃるとおりその後の追加補充を

していないという状況ですけれども、これについては現場のほうでその人員で足りるという

判断がされておりますから、仕事もないのに雇うというわけにはいきませんので、そういう

ことで１人の減のままそこは行っております。以上でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 ３回目。重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

仕事がないじゃないですよ。基山町がこういう事業をするんですよということで計画して、

そしてこれは県のほうに申請されたんじゃないんですか、最初。一番最初ですよ。だから、

県の基金事業で、佐賀県のほうに二百何十人、400人だったかな、予算を組んでされている

んですね。これは各市町この事業の内容というのはバラバラなんですね。いろんな事業があ

ります。場合によっては放課後児童クラブにも使ったり子育て支援にも使ったりとか、いろ

んなことに使っているんですね。というのは、これは市町が自分の町はこういう事業をした

いんだということで、だから、例えば環境の問題にしても、先ほど言われましたように、基
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山町の今緊急雇用でいろんな仕事もしてもらっておりますけれども、こういうのも含めて全

てこれは基山町が計画したと思うんですよ。先ほどの答弁で、いや、仕事がないのに採用す

るわけにはいかないという答弁はちょっとおかしいんじゃないですか。 

○議長（後藤信八君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

仕事は当初見込みの人員でしておりましたけれども、１人減でも回るということになって、

そこは１人減のまま行ったということです。 

○議長（後藤信八君） 

林議員。 

○11番（林 博文君） 

今の答弁は、私ちょっと腑に落ちんところがあるわけですが、せっかく国も県も町もです

が、これだけ仕事がないのに緊急雇用、こういうふうな補助金までつけてやはり雇ってその

生活を潤すというような形の仕事がないというのは、仕事はあるわけですよ。城戸１号線に

しても、例えば古屋敷とかそういうようなところの側溝の詰まったところやらもずっと上げ

てもらったりしておったわけですが、まだまだたくさんそういうふうな作業をされるところ

もあるし、このときの人員の採用関係も本来ならば、ちょっとそっちのほうにも移るわけで

すが、65歳までというような年齢を強いてありましたけれども、65歳以上の方も雇用の対象

に雇って仕事をされておったのを聞いたわけですが、何で65歳でしっかり年齢を決めたとに

65歳以上を雇ったかという批判もあったわけですが、その点、どうなんですか。私は仕事は

あったと思うんですよ。何で補充せんとやろかと思うとですよ。城戸１号線の川べたも全部

切ってくれたじゃないですか。まだ切るところは結構あるとですよ。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 

今の人員の１人減のことでございますけれども、当初６名でしておりまして、応募は７人

いらっしゃいました。１人の方が足にちょっと障害があるというと大げさですけれども、ち

ょっとそういうことで１人は、結構ハードな仕事をしてもらっていますから、だから６人で

採用いたしました。そうしたら、急に１人の方が再度就職が見つかったということで５人に
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なりまして、それからまた応募をしました。その応募をした中で、前回選考に漏れた方が１

人だけ来られました。その方が１人来られましたけれども、やはり先ほど申しますように、

仕事は草切りとかいろいろ少しハードなところもありましたので、そこで不採用という形を

とりまして、実際はその形からあとはもう募集はしていなくて、実際５名体制で今現在行っ

ている次第でございます。以上です。 

○議長（後藤信八君） 

林議員。 

○11番（林 博文君） 

確かにそういうふうな作業関係できつい仕事、草切りとかチェーンソーなんかを使ったり

する仕事ということで、特殊な仕事かもわかりませんが、60歳でやめた方がやはりこういう

ところに来たいという人がよう問い合わせがあるわけですよ。そういうのにもう少しＰＲを

して補充をして、せっかく県の人件費の２分の１の補助なんかもあった緊急雇用関係の事業

というふうなことになれば、私はもう少しＰＲをして早急にでも雇ってもらいたかったなと

いうふうに思います。以上です。反省があったと思いますので。 

○議長（後藤信八君） 

久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

私もちょっとただいまの答弁に納得できないところがありまして、今、基山町のラスパイ

レス指数というのは99％を超えているわけですよね。そもそもこのラスパイレス指数という

のは、近隣の市町で80％のところもある中、私はやはり100％に近づけるべきだという考え

を持っていましたけれども、今の答弁があると、それがもう根本から覆ってしまうわけです

よ。つまりこの基準というのは大企業の企画立案部門を基準にした数字なんですよね。です

から、恐らく行政の皆さん方の仕事というのは、管理というよりも企画立案をいかにしてい

くかということが重要視されているということなんですけれども、要するに、ここの企画立

案部門が足りないんじゃないかというふうな指摘をせざるを得ないんですけれども、そのあ

たりはいかがでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 
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緊急雇用対策事業につきましては、毎年原課のほうに要望をとりましていろんなことを考

えてもらっておりますけれども、その中で、なかなか企画部門だけでは回らないのが現状で

ございます。住みよい環境づくり事業に関しても、職員が１人自主的にもう張りついたよう

な形になっておりまして、そういう中でようやく回しているという状況でございますので、

なかなか企画立案しただけで、さあどうしてくださいというわけにはいきませんので、その

辺は手間がやはり役所側としてもちょっとかかっている状況でございます。いろんなところ

で検討していただきまして、今の事業をしていただいている現状でございます。 

○議長（後藤信八君） 

久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

では、恐らく県議会の３月補正に載るであろう、県雇用労働課が12月７日で締め切ったと

思うんですよね、次回の緊急雇用の分を。それで大体何人ぐらい申し込まれたんでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

何人申し込まれたというと、住民さんがですか。 

○議長（後藤信八君） 

ちょっと説明してください。 

○２番（久保山義明君） 

恐らく募集がかかったと思うんですよ。県のほうから、雇用労働課から。基山町の場合は

それに何人どういう事業で申し込まれたかというのをお聞きしています。 

○議長（後藤信八君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

ちょっと私のほうで人数まで把握しておりませんけれども、３事業上がっております。 

○議長（後藤信八君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

済みません。まだ、一応うちのほうの要望としては３事業県のほうに上げております。
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（「何人かはわからないですね。何人かはまだ」と呼ぶ者あり） 

○議長（後藤信八君） 

ほかにありませんか。久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

要するに、県も枠を設けて皆さんに促しているんだと思うんですよ。だから、私は、これ

は本当に真剣にどういうことが今必要なのか。せっかくこれだけ人材を、人件費を県が負担

してやるということであれば、もっともっと手の回っていないところを真剣に探していらっ

しゃるのかどうか、甚だ疑問に感じるんですけれども、町長、これはいかがですか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

確かにそういう制度でございましょうし、それだけに町としても、足りない部分とか各課

に言って必要な部分は取りまとめてということでございます。その期間的なものも今言って

おりますけれども、期間的なものもありますし、それから、これはどうかと思いますけれど

も、余り広げ過ぎましてもあとの問題もあると、今度はこの制度がなくなったときにどうす

るかという、今度はもう町単でやらなきゃいかんとかというような、そういう問題もやっぱ

りちょっとどこかに引っかかってきます。ほかの町と話しておると、もうこの際というよう

な町もございますし、そうじゃない、そうだなというような一緒に話すような「やっぱりあ

と町単になったときはなあ」というような、そういうちょっとそこらはマイナス的な考え方

もしれませんけれども、そういうことも確かにあるのはあります。 

○議長（後藤信八君） 

ほかにありませんか。（「目別で今３。目別で違う……」と呼ぶ者あり）もう３回しまし

たでしょう。（「目別、違う目で」と呼ぶ者あり）目が違えばいいですよ。 

先に、久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

済みません。２目の民生費補助金です。放課後子どもプラン推進事業費、これは補助対象

費の減ということでしたけれども、ちょっとこれを詳しく説明してもらえますか。 

○議長（後藤信八君） 

内山こども課長。 



- 327 - 

○こども課長（内山十郎君） 

まず、放課後子どもプラン推進事業費の補助対象事業としまして、放課後児童クラブの事

業費分、それと放課後子ども教室の分と、２つの事業をこの補助金で実施しております。そ

の事業分のまず放課後児童クラブにつきましては、事業費の見込みに基づいて事業費が減額

になりましたので、その分の補助金を減額をさせていただいております。それと、あと放課

後子ども教室の応分につきましては、県の補助金の内示に基づいて補助金を減額しまして、

まず放課後児童クラブの減額につきましては157万8,000円、それから放課後子ども教室に対

する補助金につきましては９万2,000円の減額、合わせて167万円の減額の補正をお願いして

いるところでございます。 

○議長（後藤信八君） 

片山議員。 

○９番（片山一儀君） 

ちょっと町長にお伺いします。先ほど久保山議員からラスパイレスの話が出ていたんです

が、必ずしも企画部門だけじゃなくて、サンプリングの仕方が、昔は1,000人以上の会社を

全部平均賃金で、今は500人、中小企業まで広げなきゃで500人まで国はデータとっています

よね。そこらあたりは御存じですか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

その辺までは、私も知ってはおります。 

○議長（後藤信八君） 

片山議員。 

○９番（片山一儀君） 

先ほど企画政策課長から、確かに地方自治というか市町村はサービスの第一線ですから、

極端に見たらホワイトカラーからブルーカラーまで全部いるわけですね、職はどうかは別に

して。ですから、仕事の内容から必ずしも私はラスパイレスを１に近づける必要はないと考

えていますし、今議会を見ていて、パーキンソンの第２法則というのがございますね、それ

に近いことを今議会が考えているのではないかと思うんですが、町長は議会を見られていて

そうお感じになりませんか。 
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○議長（後藤信八君） 

 わかりますか。わからなければ確認を。 

○町長（小森純一君） 

はい、ちょっと確認を。パーキンソンの第２……。（発言あり）パーキンソン病の……ち

ょっとそれは存じません。 

○議長（後藤信八君） 

質問をきちんと整理して。 

○９番（片山一儀君） 

普通、パーキンソンの法則というのは非常に、パーキンソン病にかかった人もいるようで

すけれども、「行政のというか、公務員の支出は収入まで広がる」というのがパーキンソン

の第２法則です。ですから、これで予算があるからここまで仕事広げろという考え方。ある

いは、例えば私は議員の研修についても別の考えを持っているんですけれども、研修枠がこ

こまであるからここまで行こうかというのがパーキンソンの第２法則なんですよ。そういう

ことについて町長は何かお考えがありますかというのを、私はこの収入を見ていて、県から

のあるいは国庫支出金、県支出金ですね。国庫支出金には３種類ありますね。補助金から負

担金から委託料から３種類ありますが、そこあたりをどのようにお考えなのかなと。これは

町長じゃなくても財政課長でもいいんですけれども、お考えがあれば。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

まことに申しわけございません。そのパーキンソンの第２法則ということ自体がまだちょ

っと私も理解に苦しんでおりますものですから、特にそれに対する考えというお答えはでき

ません。 

○議長（後藤信八君） 

ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

８ページ、14款３項１目、総務委託金。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（後藤信八君） 

９ページ、15款１項２目、利子及び配当金。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

10ページ、15款２項１目、不動産売払収入。ありませんか。片山議員。 

○９番（片山一儀君） 

不動産売払収入というのは、これは地価評価額ですか、課税対象額ですか。どちらでされ

るんですかね。 

○議長（後藤信八君） 

城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

評価額でございます。 

○議長（後藤信八君） 

ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

11ページ、16款１項１目、３目、寄附金。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

12ページ、17款１項２目、３目、基金繰入金。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

13ページ、19款４項１目、４目、受託事業収入。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

14ページ、19款５項３目、雑入。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

15ページ、20款１項１目、２目、町債。ありませんか。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

続いて、歳出行きます。 

16ページ、１款１項１目、議会費。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

17ページ、２款１項１目、２目、３目、４目、５目……ちょっと長いですね。17ページの

５目まで。ありませんか。木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

５目の財産管理費ですね。13の委託料です。これはいつも入札減で金額が下がっておりま

すけれども、この最低入札金額とかありましたら教えてください。 

それと、毎年低下しておりますけれども、アウトプットの品質管理ですね。電気保安とか

の特定建築物は法令がございまして、電気事業法で言いますなら、年に１回停電させて点検

しなさいとか月例点検しなさいとかございまして、品質管理のやつを法定点検のほうで守ら

れておると思いますけれども、空調設備の保守点検、何も法がございませんけれども、こう

いうふうにずっと低下していきますと、実際のアウトプットの管理がどんなものか。品質低

下して、去年あたりでしたか、1,200万の補正をとって室外機の置換の修理をされたと。こ

ういう悪質な点検で不良が発見できないで、最終的には大きな改修工事になるという可能性

もありますから、そこの付近の考え方はどうですか。 

○議長（後藤信八君） 

城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

その点につきましては、各業務とも仕様を定めまして、仕様に合っているかどうかの確認

を毎回しております。以上です。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

この最低金額ですか、これは決まっていますか。 

○議長（後藤信八君） 
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城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

最低価格は定めておりません。以上です。 

○議長（後藤信八君） 

 木村議員。 

○４番（木村照夫君） 

そこを吟味されて、本当にランニングの維持管理費、消耗品でございますから、こっちの

ほうの役場のほうも何年に交換するとかそういう改修用をとって、これは何年置きに修理し

なきゃならんとかそういうことを考えて、どっちがペイとるかですね。何も安くいって最終

にボーンと大きな工事がかかるか。そこんにきを考えて補修計画をつくってもらいたいと思

います。 

○議長（後藤信八君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

17ページ全般でしょう。 

○議長（後藤信八君） 

 17ページ、５目までいいですよ。 

○６番（重松一徳君） 

今回管理職手当それぞれ出されております。ここでまとめてちょっと質問させていただき

ます。 

１つは、ことしの１月１日付で参事職を採用されて、退職される課長さんが参事になって、

そして新しく課長を任命されたというのが１月の中身でした。そのときのまず町長が考えら

れた部分と実際の効果、どのような効果があったのかというのが１つです。 

それから、今回は退職される課長はそのまま３月いっぱいまで課長で、４月から新課長に

なられる係長を参事として任命したいと。なぜこのように変わったのかというのが２点目で

す。 

それから、１つは、係長から参事にするということは、どこかの課の係長が５人欠員にな

るという問題があります。当然、今仕事関係はそれぞれ課長、係長、そしてその下に課員等

が協力しながら仕事をされているんだろうと。そして、必ずそこには責任分担があります。



- 332 - 

係長は係長としての責任があるわけですね。その係長が５人いなくなるという形になります

ね。じゃ、いや参事の方が係長も兼任するんですよというふうになれば、その課の係長の方

がその課の参事になれば問題ないんですけれども、人事異動ですので必ずしもそうはなりま

せんね。例えばまちづくり推進課の係長が今回退職される予定のどこかの、例えば総務だっ

たら総務の参事になる可能性もありますね。そうすると、まちづくり推進課の係の方が１名

欠員になると。じゃ、そこの仕事は一体誰が責任持って、課長か係長、そういうふうな上意

下達も含めてですけれども、それがどうなるのかという問題がありますね。 

それから、私が一番心配するのが、総務課長も今回退職されます。そうすると、いや、こ

れは町長が決めることですので、私がこの場でいろいろ言う必要はないんですけれども、現

課長から例えば総務課長のほうに今度お願いしたいというふうな異動をもし町長が考えられ

たら、現課長を１回参事にしなければならないと。総務課長はあくまでも３月31日までは総

務課長ですね。その総務課長の下に参事を置くという人が４月１日付で総務課長になるとい

うのが、私は今回のこの参事職を置く前提だと思うんですね。町長は、あくまでも退職され

る予定の課長の職を次の新課長にするために参事職を置いて指導、教育、議会対応をしてい

くんだというふうな答弁でしたので、そうするとこの町長の発想だったら、新総務課長には

新しい係長職から持ってこなければおかしくなりますね。もし、現課長、例でまちづくりを

挙げて済みませんけれども、まちづくり推進課の課長を総務課長の課長にしようと思えば、

１回参事に降格しなければならなくなりますね。そのときに本当にそれでいいのかと。そこ

まであえてするのかと、いや、しなければならないのかという問題等も私はあろうかと思う

んですね。今、ちょっと思いつくところを上げさせてもらいましたけれども、それについて

答弁をお願いします。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

まず、昨年というかことしの１月からでございますか、実際やったわけでございますけれ

ども、それはなぜと言いますか、効果はどうだったのかというような、目的はどうだった、

効果はどうだったかということだったと思いますけれども、やはりこれはこの２年間で課長

が11人総入れかえになるというようなことでございまして、これはやはり異常事態、非常事

態だという思いで非常に危機感を持っておりまして、それで前々年度は課長を参事でという
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ような、そして新しく課長をというようなやり方をやりました。 

１つは、何でかと言いますと、やはり４月からの課長を務めてもらう職員に前もって対応

を十分勉強をしてもらっておくというようなこと。これはもう身近に前課長がいて指導をし

てくれるというようなこと、それが庁外に退職してしまうとなかなかそれができないであろ

うということで、早目にそれを３カ月前に前倒しして交代させたというようなこと。 

それから、１つ、そしてそこで何をやるかというと、やはりこの３カ月というのは予算関

係、これを編成しなきゃいかんというようなことで非常に重要な時期であるし、そのために

はしっかりと教育もしてなれてももらっておくというようなこと。それから、当然議会も予

算関係もございますから、議会対応も非常に難しいといいますか、滞ってはいけないという

ようなこともございまして、それにもやはり人をなるだけ早く身近でやっておきたいという

ようなこと。 

それともう一つは、予算を編成することで本当に実務を身につけるという意味と、それに

対する責任を持つといいますか、それも一つの効果の狙いとしてやったということでござい

ます。 

その結果どうだったかということですけれども、私としましては、それはそれでスムーズ

にいったし、その効果があったというふうに見ております。実際職員にも聞きますけれども、

よかったなというような、これは私が聞いた部分でございますけれども、そういう評価は聞

いております。 

それから、なぜ変更……ですかね。（発言あり）（「去年とことしの……」と呼ぶ者あ

り）ああ、そうかそうか。去年したのと何で違えたかということでございますけれども、そ

れはやはり課長を参事にするということは、同意はあったにしてもやはり一種の降格だとい

うような御指摘もありまして、それはやはり避けたいということで、そして、課長はもう参

事になったということではなくて、課長は課長の仕事を、やはり今まで課内の統括なり何な

りとその辺のところはやはりやってほしいというようなこと、そういうことで、ことしは課

長をあえて参事にするのではなくて、課長はそのままで参事を別に設けるというようなその

辺のところがございました。 

それと、係長のことでございますけれども、基本これはちょっと確定とここで申し上げる

と何ですけれども、基本的には私は、今の５課あるわけでございますけれども、今の係長を

参事に、そして課長にというような、それでスムーズに行くと、全体的な考え方もそれでス
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ムーズに行くというふうに思っております。そこで、もうじゃあ人事までここで決定したの

かというような話になりましょうけれども、私の頭の中には大体そういうことを考えており

ます。 

それから、もしかしてよそから課長を持ってきてということになれば、今度は持ってきた

ところの課には係長不在ということになりましょうから、それはそれでまた対応していかな

きゃいかんというふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

２回目の質問でまた少し聞きますけれども、先ほどから少し私が心配したのが、やはり総

務課長が今回退職されるという中身なんですね。総務課長というのは、課長さんいらっしゃ

る中のやはり筆頭課長なんですね。今は副町長がいらっしゃいますので、町長代理は副町長

がされるわけですけれども、ことしの３月31日、副町長がいない時期は、町長が不在のとき

には総務課長が代理をされていたんですね。それぐらいやはり総務課長というのは課長の中

でも順列が上なんですね。副町長がいらっしゃるから、じゃ次官ですよというわけでもない

んですね。やはり副町長がいらっしゃっても、もし副町長も不在のときにはやはり総務課長

が町長代理の筆頭に来ると。 

そうすると、先ほどの答弁だったら、係長から上げるとなれば、例えば今総務課のいろん

な係がありますけれども、その係長から総務課長に任用するというふうなとらえ方になるん

ですね。いや、それはまだ人事の話だからわかりませんよと言われれば、先ほどから心配す

るのが、役場の職員は大体３年ぐらいのうちにずっといろんな課も仕事も覚える、そこだけ

じゃないと、ずっと異動があるんですね。異動があるということは、本当は適材適所でそう

いう能力がある人はそこでずっと働けば本当は一番いいんですけれども、やはりそうじゃな

いと。それで、係長についたから、じゃ、その係の仕事がわかっているのかというと、例え

ば去年係長に異動してきた係長の人はわからないかもしれませんね。その人がすぐに課長に

なるのかと。しかし、それ以前に、例えば総務課の前にいて、ある程度知っていると、しか

し今はほかの係長もしていると、今はほかの課長をしているとか、そういう人を総務課の課

長にというふうになれば、今の町長の発想ではやはり問題がありますね。そこが私は一番心

配するわけです。去年というかことしの１月にそういうふうに参事をしたからと、今回もや
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はりしなければならないのかなというぐらいの発想だったら、私はしないほうがいいと。や

っぱりするためにはする根拠が要るし、逆にしたことによって職場が、役場全体がうまく機

能しなくなるんじゃないのかという心配をするんですね。だから、１つはこの問題、特に総

務課長の問題があるんだと。 

そして、１つは、やはりことしの４月１日から副町長をちゃんと配置したんですね。町長

が一番最初に、副町長を佐賀県の職員にお願いして佐賀県のほうから派遣してもらうんだと

言ったときの一番の理由は何だったかというと、職員の指導をしてもらいたいと、内部の機

能を高めたいんだというのが一番だったんですね。副町長にほかに出てからトップセールス

で回れということを希望されていないんですね。それは私がするからと、町長がするから、

副町長にはこの職員の内部の問題点を整理して、そして職員の力を上げてもらいたいという

のを第一希望としてされたんですね。じゃ、それをずっと４月からされているんだったら、

私は今回の参事職等をあえて置かずに、この辺の指導を今までずっとされてきたものだと思

うんですね。というのは、係長から課長になるという中身で、仕事の中身とかもあるかもし

れませんけれども、それ以上に人事管理とかそういうふうな職場を回す総合的な判断力、そ

こが一番問われてくるんだろうというふうに思うんですね。そうすると、一体副町長は何を

されてきたのかというふうな気がするんですね。副町長の配置からも私はもう一回見直しを

しなければならないみたいな気がしてくるんですね、今の発想だったら。（「そうだ」と呼

ぶ者あり）この辺はどのように捉えられますか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

まず、１点目の重松議員御心配いただいておるその総務課の問題でございますけれども、

これはちょっと私が先走るかもわかりませんけれども、私の頭の中では、もうその辺の御心

配ないようにスムーズに持っていけるというふうに思っております。そういうことで、当然

それは若干の年齢１つ２つどうのというふうなことはあり得るかもしれませんけれども、誰

が見てもそれでというようなそういう人事を一応私の頭の中には描いております。 

それから、副町長の件でございますけれども、副町長は確かにそれは私も県のほうにお願

いに行ったときに、どういう方が望まれますかというような質問がありました。そのときに

申し上げたのは、やはりいろいろ外でやっていただくというよりも、今度こういう課長が全
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てかわるというようなこともあるし、そうするとそれに引き連れてまた係長あたりも今度は

入れかわるということになりますから、その辺をしっかりと職員の教育、体制固めをしてい

ただく、そういう人材をぜひともお願いしますということでお願いして来ていただいたとい

うことでございます。 

しかし、それは既にもうやっていただいておりますけれども、だからといって今度課長に、

それから新しくなった課長に一々手取り足取りというようなことじゃなくて、それは副町長

は副町長の役割といいますか、私がお願いする部分というのはちょっと違うと。もっと全般

的な、さっきのを繰り返しますけれども、全般的な職員の教育その辺をやってもらいたいし、

私も一緒になってそれをやる。それが１人でやる２人でやるということでは、やはり２人で

やれば本当にそれが浸透してくるというようなこと、それから県のほうのあり方、この辺も

新風を入れてもらいたいということで、１年間やってきたようなわけでございます。そうい

うことでございますので、今度の参事をどうこうということについてはちょっと違うのかな

というような感じがしております。 

○議長（後藤信八君） 

 重松議員。 

○６番（重松一徳君） 

済みません。３回目ですけれども。 

私は違うとは思わないんですね。違うとは思いません。というのは、町長、副町長という

のは全般的にいろんな仕事もしながら全体的にも見られているんだろうと思いますけれども、

町長が副町長を廃止して約３年ぐらいですね、１人で頑張ってこられたと。それはひとえに

頑張ってきた中身で問題点があったからと。問題点があったのは、なかなか内にこもって外

まで見切れなかったんだということを言われたんですね。だから、やはりこの内側も強化し

なければならないと。そこをしっかりしていかなければならないんだというふうな発想が、

先ほど言った部分ですよね。 

そうすると、それが本当にされているんだったら、私は今回の問題は発生していないと思

うんですね。というのは、参事職というのは課長の課長代行ですよね、早い話が。代理。係

長と課長のちょうど中間の昔の課長補佐ですか、それの管理職みたいな形ですよね。課長の

下で教育を３カ月間と言いますけれども、これは別に係長であってもできるんですね、本当

は。必ずしも参事じゃないとできないということは、私はないと思うんですよ。言いました
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ように参事に、例えば「誰々君、あなたは１月１日付で参事にします」というのは「４月１

日付で課長にしますよ」というのと全く同じでしょう。それが前提でしょう。「４月１日付

で課長にしますよ」というのが前提で「１月１日に参事にしますよ」ということでしょう。

「あなたは１月１日付で参事にしますけれども、４月１日付で課長になるという保証はあり

ません」という発想ではないでしょう。そうすると、それだけきちんと責任分担を持たすと

いう中身でもあるんですね。それだったら別に参事にしなくても、「４月１日付で君を課長

としたいと思うんだ。しっかり３カ月間課長の下について頑張ってくれよ」と言っても別に

私は問題ないと思うんですよ。これは人事権だから、町長の考えだから。 

しかし、私はそこで参事職を置いたというのが、ことしの１月１日付、言うように管理職

が全員かわるというところの大変な不安があったと。そして、退職される課長からそういう

ふうな提案もあったと。しかし、そのときには副町長はいなかったと。だから、副町長を置

く中では全然対応が違って当たり前だと思うんです。同じだったら、副町長は一体何をした

のかとやはりなるんですね、どうしても。副町長の仕事はそれ以外じゃないですよと、先ほ

ど町長が言われましたよね。それだけじゃないと。しかし、町長が一番副町長に望んだのは

そこじゃないんですか。だから、どうも私は町長が固執していると、自分が前回したのに今

回やめるのはどうもあれだし、自分も続けていこうという議会でも発言したから、やっぱり

やらなきゃだめだみたいに固執しているんじゃないのかというのは、私も職員から話を聞い

たりとかいろいろすると、今度のやり方について、いや、案外賛成する意見は私は余り聞か

ないんですね。それよりも不安を、係長が５人いなくなったその係はどうなるんだろうかね

という、参事兼係長でできるのかなと。それだったらもう係長のままで頑張ってもらったほ

うがいいかなとかですね。 

この辺、町長よりも、私は４月から頑張ってこられています副町長の意見も聞きたいんで

すけれども、副町長、本当にこの辺はどう思われますか。そして、副町長は自分に何を与え

られてこの基山町に来たというふうに思われますか。 

○議長（後藤信八君） 

 田代副町長。 

○副町長（田代正好君） 

今、重松議員からいろいろと御指摘いただきましたけれども、私の役割としては、確かに

内部的な育成の部分を任せられている部分があると思います。例えば、コンプライアンスと
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か意識改革、そして組織の風土づくり、そういう部分を全体的な形で私は取り組んでいって

いるところでございます。 

それと、各課の個別の案件等については当然課長と一緒になって懸案事項の解決に向けて

進めているところでございますけれども、今回５名全てかわられますけれども、その課の全

てについて一つ一つ私が相談に応じて対応するということになると、なかなかちょっと厳し

いところがあるのも現実でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

なかなか副町長からは言いにくいところもあるかもわかりませんので。 

まず１つは、副町長を不在にしたという、２年半ばかり不在だったわけでございますけれ

ども、これに関しましては私の思ったところと若干違う部分もあった。それは何かというと、

私の能力不足、指導力不足、その辺に起因するものだと、私は反省はいたしております。 

それから、参事でございますけれども、それはやはりもう次はおまえは課長になるよとい

うことだけで、本当にそれだけのことを予算組みとか議会での、これはお願いをしなきゃい

かんと思いますけれども、議会でも直接答えをさせてもらうケースもあるということ、その

辺のところでやはり参事という管理職というような立場でないとそれもできないのかなとい

うような思いがございますので、あえて参事ということでございます。 

それから、副町長に関しましては、もう副町長からもありましたように、さっきも私も申

しましたように、やはり全般的なといいますか、そういう組織の指導、職員の指導というよ

うなこと、それに全力を投入してもらいたいというような思いでございます。 

○議長（後藤信八君） 

ちょっと、先ほど。鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

私は基本的に、小森町政９年目で大体町長のやってこられたことは公平公正な行政をやっ

てこられていると思いますけれども、この件に関しては私は全く疑問を隠さざるを得ません。

私は基本的にこの５名10万4,000円の52万については全額削除すべきと思います。これはち

ょっとさっきの重松議員と若干私の考えのところがあります。 

町長は管理職の参事を設置する提案理由としては、３カ月間引き継ぎのために参事を置く
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ということを、円滑化を図るために、その気持ちはわかるんですよね。それは当然です。だ

けれども、そもそも管理職とは何かなんですよね。課長職が10％ですか、管理職手当。そし

て、参事が８％ですかね。管理職という参事職という新設は、その責任と権限においてその

仕事があるところに管理職を置くわけですよね。その３カ月間の引き継ぎ期間が管理職に相

当する参事を置く、引き継ぎのために管理職を置かない必然性というのが私は全く理解でき

ないんですよ。 

私としては、ことしの４月から課長、参事といふうにされましたけれども、私はその当時

賛成しました。これは副町長もいなくて引き継ぎが大変だからということで、緊急避難的な

措置ということで、私は絶対的な賛成ではなかったけれども賛成させていただきました。こ

としの４月から副町長という職員の管理監督の最高責任者である副町長が赴任されまして、

今日に至っているんですよ。そこで何で３カ月間だけ管理職を置いて、４月からもう置かな

いと、参事職はですよ、そういうことでしょう。だから、その理屈が私は全くわからないん

ですよね。 

結局、私の１つの案ですけれども、さきの４月に重松議員も言われたけど、これにこう書

いていたんですけれども、来年の１月１日に引き継ぎが心配ならば、町長が次期課長職であ

ろうとする候補者をその退職される課長の下に係長として配置すれば済むんじゃないですか。

何でそこで１月に参事職を置かなければならないか。そして、４月１日に退職課長の後の課

長に、そこに置いておくとか置かないとか、違うところの係長でもいいと思うんですよね、

１月時点から４月時点はかわるでしょうから、必ず１月１日に配置したから４月１日に置く

必要はないと思います。状況変化でですね。やはりそういうことで何ら問題はないと私は思

うんです。実際に私はその内部のことはわかりませんよ。町長が一番詳しいですけれども。 

そこで何回も申しますように、参事を置かなければならないという必然性というのが私は

到底見えないんです。その52万円の血税を使って参事職を新設する必要もないし、だから、

この問題について、他の市町村あたりもこういうのは前代未聞と私は思うんですよ。だから

こういうこと、たった３カ月間の、それも引き継ぎのためだけにこの大事なというか、８％

の管理職の参事職の新設するというのを町長が提案されること自体に全く私は、大体町長の

言われることはわかるほうですけれども、この問題だけは全く私は納得できません。この問

題については、私はどうしても全額52万の補正予算については賛成しかねるということを申

し上げます。町長、何かございましたら。 
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○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

引き継ぎのため、それだけだったら本当にわざわざ参事にしなくても、係長でそれなりの

指導をしていけばそれで事済むじゃないかというようなお考えだと思いますけれども、やは

りそこには、先ほどから言いますように、予算組みもぜひそこで身につけさせたいというよ

うなこと、それから、議会の答弁対応ということ、これもやはり職員としては非常に神経を

気を使うところでなかなかなれないというような、これは６月でも９月でもいいじゃないか

ということかもしれませんけれども、やはりもうそこでしっかりと課長のいる間に参事に教

え込んでいくというようなそういうことがやはりここで必要だと。そして、今度の課長が、

まだ２年３年もとの課長がおりますけれども、来年になりますと、いわゆる課長も１年生と

いうと何ですけれども、１年たった課長しかいないというようなこともございます。当然参

事もなれないというようなそういうことからしまして、こういうことはちょっと議会、町行

政の中でもまれに見るということではないかと思いますし、これは民間でもなかなか、そう

いうふうな課長なりが、部長制があれば部長なりが全てもう２年でかわってしまうというよ

うなそういうことはちょっとあり得ないんじゃないかなというふうに私は思っております。 

したがいまして、この２年間、去年とことし、あと１年それをやって、緊急事態だという

ようなことで対応していきたいというふうに思って、あえて提案をさせていただいておると

いうことでございます。私としましては、そういう思いを込めて、それが住民サービスを滞

らせないためにはそれがいいんだというような思いを持って、確信を持ってと言いますか、

そういうことでございますので、御理解いただけたらというふうに思います。 

○議長（後藤信八君） 

鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

町長のその意向も重々もう全員協議会でもお聞きしておりまして、ただちょっともう一つ

つけ加えさせていただきますと、町長は職員をそんなに不信といいますか、信用してないと

ですか。私は、管理職の制度は、職が人間を育てることがあるんですよ。育てていくんです

よ。私が今まで、元職員として言ったらあれですけれども、私たちもぼすっとされて管理職

になったほうですけれども、いわゆる当初は議会答弁書でも何でもあるんですよ。しかし、
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そういうのを経験して、しかし、その後３カ月間参事職をしたから、あと問題がないのでは

ない。何も問題なくスムーズに行くんじゃないんですよ。ただなってもいろんな問題があっ

て、それを乗り越えていって、さっきは町長はもう３カ月間の引き継ぎで職員がちゃんと引

き継いで事務事業が流れない心配を執拗におっしゃっているんですけれども、私は非常にそ

の辺は心外ですけれども、私は、そこが人間と言いますか、管理職を育てていくということ

は、私はそういう懸念は必要ないし、特にまた副町長もいらっしゃるし、私は全くそこに参

事という管理職を新設する必然性はないということを最後につけ加えておきます。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

私が職員を信用してないというようなそんなことは決してございませんし、それから、以

前の話もちょっと出ますけれども、前は15課ありまして15人の課長がいたと思います。それ

が今10課、11課ということになっております。そして、課長補佐という職もたしかあったは

ずでございます。これもよしあしは別にして廃止をさせていただいたというようなこともご

ざいます。それからもう一つは、非常に定員管理ということで、平成16年は154名いたはず

ですけれども、今や今年度は140名ということで職員自体も非常に減ってきておりますので、

それだけにやっぱりいろいろと苦労するというようなこともあると私は見ております。そう

いうことからして、50万無駄に使うという意味ではなくて、やはりしっかりと育って先々も

育っていってもらいたいというようなことでの思いでございます。 

○議長（後藤信八君） 

片山議員。 

○９番（片山一儀君） 

関連質問で、そのほかにあと２点質問させていただきます。 

まず１つは、参事の問題ですけれども、昨年、私は１人反対討論までしたんですよね。自

治法には降格という処分はありません。防衛省にはあります。米軍にはあります。降格とい

う処分は。ただ自治法はありません。ありませんけれども、そういう捉え方は私は必要だろ

うと思うんですね。ここへ来て、13年ですかね、某筆頭課長が、あるとき気がついたら教育

学習課長か何かになられておったんですね。そのときに基山町の人事はクレイジーだなと私

は思ったんです。それで、この分掌規則というのがありますね。分掌規則。基山町事務分掌
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規則がありますね。これはコンプライアンスということを副町長が言われましたので当然見

られておるでしょうし、事務引き継ぎは全部文書でやることになっていることを明記してあ

りますね。見られていますね。そうすると、去年よりは少し下げないでくっつけるという形

をとられたんですけれども、これすら、今ちょうど町長が、15課あったのを10課に減らした、

副課長を除いたとおっしゃいました。そのときに言われたのは、参事は設けないとおっしゃ

ったんです。記憶されていると思います。ただ例外的に保育園の課長、またも人事がね、課

長から保育園の課長に行って、また課長へ戻って、変な人事がありましたけれども、その参

事だけはあった。ただ今、今度は上げて、先ほどもたくさん出ていますが、課長の見習いと

いうか、課長の見習いだけでというのはどうしても組織論上おかしいですよ。それから部下

を信用していないと、まことにそういうことはとりかねない。 

それからもう一つは、人事には適材適所という人事と育てる人事があります。だから、総

務課長を持ってくるためには、議会事務局長とそれから財政課長と企画政策課長を経た人間

でないとやれないとかね。要するに、町全部がそれが育てる、このポストをしていかないと

全部がわからないからそれをやってからというそういうのだったらまだわかりますが、この

引き継ぎだけとかということであれば、この分掌規則、職務という項目がありますがこれは

不明確。そして、ここにはこの前調べたら、職域機能組織ではないんですね、基山町には。

いいですか。その人がちゃんとつけばその人がちゃんとやるんですよ。今回非常によかった

のは、最後に課長の引き際の花道をつけられた。最後まで課長をやらせるということは非常

にすばらしいことだと思います。でも、参事というのは私はちょっといろんなことを思うん

ですが、処遇改善でしかない。管理職手当を８％つける、これを地区労と密約をされていま

せんかという疑問を持ったんです、私は。処遇改善をするために。そのためにラスパイレス

が上がるんです。いいですか。私はそういう疑問を持ったんですが、それについてあるかな

いか、お答えをいただきたい。 

それから、このコンプライアンスということであれば、今これを見て、職務、課長、参事、

主幹、係長、こういうポストがありますが、それぞれの明確な役割はないんですね。ただ課

長を補佐すると。例えば、私が前から言っているように、町長の下に副町長はダブル、一条

屋上を重ねながら立つ。教育委員会もそうです。教育学習課長の上に教育長が１人乗っかっ

ている。課長が２人あればその上に１人つけるというのは組織論ですよね。ボトムアップケ

ースですから。トップダウンではありませんからね。それを２人を管理するために２つのセ
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クションの上に１人乗っけるんです。ところが、基山町はそういう縦のところがたくさんあ

ります。基山町だけではないんですけれども、副町長１人。副市長が２人制というのはたく

さんありますね。北九州でもそうです。いろんな目的でもって国から呼んできます。そうい

うところで、ことしは大分そういう組織論を理解していろんなことでこの賛成と反対が出て

きていましたので、私は非常に心強く思っているんですが、よく御再考いただきたい。これ

が１点。密約の件。 

２つ目の質問。副町長退職手当組合費、これが県から出されるということで、ここに223

万3,000円の減額になっています。これは副町長の身分が本当にどうなのか。要するに、ど

ちらも、県も市町村も全部地方公共団体ですね。あるいは同格の、実際は同格じゃないと思

っていますが、形では同格になっています。これは確かに地方公務員共済という形で、共済

組合は一緒だと思いますけれども、退職金制度はまた別ですよね。それをこれは県がやるか

ら町から削るというのはちょっと理解できないので、そこあたりを御説明いただきたい。 

３つ目、ほかのところにもあるんですが、時間外勤務手当というのが出ています。増額に

なっています。いろんなところで時間外勤務手当がここに補正組まれています。時間外勤務

は、例えば防衛省の場合、私がいるころは本庁は全部100％ついていました。我々のところ

の地方に来ると70％ぐらいついてなかったかな。この時間外手当についてちょっとお伺いし

たいんですが、ここで時間外勤務をするケースが３つありますね。１つは非常に仕事の量が

多くて時間外勤務をしなきゃいけない。仕事の量は変わらないけれども、能力が低いために

時間外もやらなきゃいけない。もう一つのケースは、今回の地域担当職員ですかね、仕事は

余りないけれども、そこに夜行かなきゃいけない。多くはこの３つのケースになると思うん

です。いいですか。私も部下に言ったことがある。よく部下の時間外勤務、これをしっかり

監督しなさいと、管理しなさいと。本当に必要な時間外勤務なのか。能力がなくて時間外勤

務をするのは本人の勝手ですから、電気代等とか使わなきゃいかんけどね。その管理がどう

されているのか。ちゃんとした命令でもって時間外勤務がされるシステムになっているのか。

このあたりをお伺いをしたい。３点。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

先ほど出ましたその８％の手当に関して、何かこう組合あたりと密約があっとるんじゃな
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いかというような話でございますけれども、一切それはあっておりません。はい。これだけ

はもうはっきり申し上げます。 

それから、副町長の退職金の件でございますけれども、これはやはり県も一応そこで退職

させて町にというシステムではないということ、これは私も後で聞いたんですけれども、そ

ういうことで、当初は当然区切りつけて町でまた退職金をとそういう考え方をしたんだと思

いますけれども、それはやはり引き続きというような、県の続きというようなことでござい

ます。 

あと、時間外の管理につきましては、私としては、もうその辺は極力時間外勤務をしない

ようにというようなことで指導はしているし、全庁それでやっていると思いますけれども、

詳細にわたってはまた担当より。 

○議長（後藤信八君） 

 小野総務課長。 

○総務課長（小野龍雄君） 

副町長の退職金の件につきましては、町長のほうからも答えがありましたとおり、当初予

算のほうで組むときに、うちのほうはあくまでうちで組まなければならないということで組

ましていただいておりましたけれども、県との打ち合わせ、それから契約の段階で、そこは

必要ありませんということで回答もいただきましたので、今回更正させていただいておりま

す。 

それから、時間外につきましては、当然御指摘のとおり命令を重視いたしておりますので、

上司の命令の中で動くようにしております。当然、その日の業務をやれなかった場合とか、

それから計画的に余分な業務が入ってきたときにやらざるを得ない、そういった業務はあく

までも管理者のほうで見定めて命令を出しております。 

○議長（後藤信八君） 

片山議員。 

○９番（片山一儀君） 

地区労とのやりとり、私が地区労の委員長だったらやりかねないからですね、紹介者に、

係長に補職つければ、皆さん係長はつかないけれども管理職手当はつくからと私はやりかね

ないです。私が委員長だったら。やると思います。それが交渉ね。多分、町長ではやらない

し、できないだろうと。それはわかりました。 
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ところで、でも参事はこれでいくとまさに処遇改善しかないし、例えば総務課長の下に持

ってきたと、先ほど課長を筆頭課長であればどこかの課長から持ってこられるわけですから、

多分。係長からそのまますぐ総務課長ということは通常考えられませんね。そういうことを

するといろんな矛盾があるので、これは同僚議員からありましたけれども、ぜひ組み直しを

していただきたいと思います。 

それから、時間外手当については、各課長、多分職員思っているのは、各課長が決裁をし

て出されるんだろうと思います。そこに時間外勤務管理勤務簿あるいは指令書、それがある

かどうか再確認をしたい。 

それから、この前ちょっと議員の研修のときに言ったんですけれども、私は車両運行管理

指令書というのがないんじゃないかと思っているんです。明確な公用車をどこへどう動かし

なさいという命令が出ていないのではないかと思っています。あるいは佐賀県へ行けと言っ

たときに、県庁に行ってこいと言ったときに。そこらあたりがあるのか。簿冊がちゃんとあ

るのかどうか。 

それから、副町長については、これは多分退職金を支払われるのは最後は県で最後になる

ときだろうと思うんです。しかしながら、ここでちゃんと町の職員として、出向している、

県から出向されているという形になっている。例えば自治法では副町長の任期は４年となっ

ていますね。それが派遣とか何かになってくると２年である可能性があります。考え方とし

て、それは県が一括して最後引き取ってそこで退職金を払うんだから県費から持ってくるよ

という考え方もあると思います。しかしながら、もうここへしっかり骨を埋めていただくん

だからその間はうちでやるよと、規則上の問題があるかもしれませんけれども、考え方ある

わけですね。そこをなぜ突っぱねなかったのか。いや、こちら側でやるんだと。金が出ない

からいいんだという問題では決してないだろうと思うんです。例えば私は六本木から北熊の

人事部長で行きました。それはもう同じ防衛省内のことですから、ところが、県と市町村は

同じように地方自治体ですけれども、全然財源が違うんですね。そこらあたりをコンプライ

アンスと言われたけれども、副町長、どのようにお考えでしょうかという話なんです。 

最後に、時間外勤務については先ほどのことと、それから参事についてはお願いと、実際

もう組織論、それから町長の朝令暮改も甚だしい。この前15課から10課になったときに参事

は設けないと言って、例外を１つ設けられたんですが、ことしの１月１日からやはり参事を

５つ設けられたんです。もし参事が必要だったら、10課に全部参事を置かなければいけない。
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筋が通らんじゃないか。定規がないじゃないか。そこあたりについてお答えをいただきたい。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

朝令暮改と言われれば、確かにあの当時、もう参事制度は廃止しようというようなことで

申し上げた覚えもございます。しかし、先ほどから言っております、本当に緊急避難的なと

言いますか、そういう事態だということで、今回特別にひとつ参事をお願いしたいというこ

とを申し上げておるところでございます。いろいろ御意見もおありでございますけれども、

私もこう８年間、９年目に入ってやっておりますけれども、やはり基山町の今の役場の現場、

現状を考えますときに、やはりこれが参事を認めていただくということが住民サービスに支

障を来さないと言いますか、そのためにはベターな方法だということで、あえて申し上げて

おるわけでございます。その辺のところをひとつ御理解をと言ってもなかなかかもしれませ

んけれども、私も確信を持って申し上げておりますものですから、ひとつ御賢察を、御理解

をお願いしたいということでございます。 

○議長（後藤信八君） 

 ほかにありませんか。（「副町長も」と呼ぶ者あり）田代副町長。 

○副町長（田代正好君） 

退職手当組合の件なんですけれども、過去、県職員がこういうふうに市町に出た場合、退

職して出た場合は、そこそこで退職手当をいただいていたそうなんですけれども、そのこと

で結局住民の方、県民の方たちからの批判を受けております。要は、ほかの職員との整合性

がとれなくなってきますので、そういうことで県としては統一して、退職して一応市町に行

っても市町から退職手当を受けないと。そのかわり、県に戻ってから最終的には通算して退

職手当を支給すると。そういう取り決めで今運用されているところでございます。（「最後

に」と呼ぶ者あり） 

○議長（後藤信八君） 

片山議員。 

○９番（片山一儀君） 

それは理解できるところでいいんですが、私がお願いしたいのは、コンプライアンスの問

題、法令規則に従ってきちんと基山町がしていただきたいということと、それから、参事に
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ついては……何か言いましたか。明確な職務がなければ、これは職務分掌法にちゃんと明記

されています、役割が。そこらあたりをしっかりと、しかも町長が決められた事項で改革と

しておいて、花火を上げられた事項ですよ。これは先ほど育てる人事というものがありまし

て、部下を信用してないんじゃないかと。これはちゃんと文書で引き継ぎになっています。

引き継ぎがなくとも、そこに規則があり書類があればちゃんと仕事はできるんです。私もや

ってきましたから。ね。それから、非常事態だと、緊急避難だと、そんなことは何もないん

ですよ。小森町長の世界ではそうかもわからないけれども、行政の世界、県でも、あるいは

国でも、今福岡市で30代の課長がいますよ。国家の課長でも38から課長になります。国家の

本庁の課長というのは、県警本部長クラスですよ、県に来ると。それぐらい仕事ができるん

です。信頼と愛があれば。よろしくお願いいたします。 

○議長（後藤信八君） 

ほかにありませんか。久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

先ほどから、先輩議員を初め、いろんな意見が出ています。人事案件です。本来では町長

に与えられた最も大きな権限とも言って過言ではありませんけれども、そのことに対してこ

れだけの意見が飛び交っております。ですから、あくまでも予算案の変更ということで出て

いるわけですけれども、先ほど副町長くしくも組織風土の話をされました。私もこの基山町

行政にとって一番大事なのは、今大事なのはこの組織風土のことだと思っています。つまり、

町長とどれだけ同じベクトルを持って動く人がいるのか。逆に、町長より違った考えで動く

人がいれば、これは半々であればゼロになってしまうわけですよね。町長は先日も、自分は

トップではなくてセンターでありたいというふうなことも話されました。そういった意味で

も、センターで立つのであれば、私はこの140人の職員が同じベクトルを持って進んでいき

たいと思っています。これだけやはり議会で取り上げられたということを踏まえて、改めて

もう一度確認のためにお聞きします。今回、この参事職はどうしてもやはりやらざるを得な

い案件でしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

言葉として、やらざるを得ないというか、やらないと滞るとか、そういうふうな意味じゃ
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ございませんけれども、やはり私としては先ほどから言いますように、この行政をスムーズ

に持っていくということ、住民サービスに支障を来さないというような意味においては、や

はりこれはぜひともやらせていただきたいというふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

ほかにございませんか。品川議員。 

○10番（品川義則君） 

私は、人が育つのはその場所だと思います。条件だと思います。その働きのぐあいだと思

っておりますので、町長は緊急避難とおっしゃいますけれども、それは２年前とか去年の話

であればそうだと思うんですよね。また、そういうふうにその当時の課長さんたちも思われ

てそういう動きをされたんで、それはそうだと思っております。 

ただこういう状況で、ことしが生まれてくるというのは何年も前からわかっていた状況で

ありますし、ましてや緊急避難の昨年から始まればもう１年間過ぎているわけですよね。状

況はすごく大きく変わっていると思っております。その中で改めてこういう組織的な話をさ

れるということは、非常にこの１年間何をされていたのかなというふうに思いますし、とて

もそういうことが必要な状況ではないと私は思っております。災害が起きた北陸のほうでは

年間の予算が10倍に膨らんだと。そのときの上司の方が部下を見て、10年後この部下がどん

なふうに成長しているか楽しみであると、今非常に苦労していると、手に負えない仕事をた

くさん持ってやっているけれども、非常に苦労していると。ただみんなの協力でなっている、

市民も協力してもらっているという中で育っていくということなんですね。その準備は十分

できた期間があったのに、いまだにこういう話をされているということに非常に不満であり

ますし、一体皆様は何をされていたのかというこの不信感も持ってきています。こういうも

のはやはり町民にもちゃんと我々のほうから話をしますので、伝わっていきますので、ぜひ

再考をお願いしたいと思っておりますし、そのことを強く申し上げて町長の御意見をお伺い

したいと思います。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

この１年間、去年に引き続いてこういう事態がわかっておったのに何もやってこなかった

というような、それは確かに言われればまさにそうかもわかりませんけれども、もっと翻っ
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て言えば、これはもう20年も30年も前もこういうふうで、大体もう一度に退職に至るという

ようなそういうことは予測できとったということかもわかりません。それがずっとおざなり

になってきておったということ、それで去年急遽と言いますか、やらさせていただいて、そ

して、１年たっておるということです。さっきから言いますように、私は去年やって、それ

はそれなりの効果があったというふうに感じておりますものですから、今度も、本当にさっ

きから言いますように、やらせていただければとそういう思いで今はまだおります。１年間

何もしなかったというようなお叱りもあろうかとは思いますけれども、だからといって１年

前から、じゃ、予算編成を教え込むとかそういう問題でもなかったと、本当にやはりその事

に当たってみないとわからない部分というのもあろうかというふうに思いますので、御理解

をいただけないかというふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

ないようですので、２時35分まで休憩します。 

～午後２時24分 休憩～ 

～午後２時35分 再開～ 

○議長（後藤信八君） 

休憩中の会議を再開します。 

○議長（後藤信八君） 

18ページ、２款１項６目、７目、８目、９目、11目、13目、企画費。大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

６目企画費の地域公共交通会議委員報酬についてです。５人とおっしゃいましたけれども、

その辺のどういう方がということと、それと、私が９月議会にコミュニティバスについて質

問をしたときに、詳しく時間がなくて言えませんでしたけれども、みやき町の導入について

のときいろいろ担当課の方に聞きに行ったりして勉強させていただいた中身で、ある程度の

具体的なものが導入ができるときに、どうしてもこの場合はコンサルを入れなければ大変だ

って、職員だけではもう本当に大変な難しい問題だと、みやき町では１年間コンサルをお願

いして町民の要望に応えたというお話を聞いて、基山町ではそのコンサルについてはどう考
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えられているのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（後藤信八君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

地域公共交通会議委員につきましては、全体で12名を考えております。その中でここで上

げております５名につきましては、一般旅客事業者、運送事業者、それから、それの組織す

る団体の代表、それから町民の方から２名、それと、そこでします事業者の運転手が組織す

る団体の代表ということで、その方たち５名は民間の方になりますので、その方たちには報

酬を払わなくてはならないということで５名計上させていただいております。 

それから、コンサルのお話がございましたけれども、コンサルにつきましては、この会議

を立ち上げまして、その中で地域公共交通確保維持改善事業、これに取り組むとするならば、

その中でこの会議を経て、そういったそれに取り組むというようなことが求められておりま

す。それで、それで決まりますと、議員おっしゃいましたように、その調査が地域公共交通

調査事業というメニューがございますので、それを活用いたしまして25年度にそういうふう

な事業に取り組んでまいりたいとそういうふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

この12名のうちの５人ということで、ここで補正が含まれている分についてはいつから会

議が始まって、それから、後で言われた維持改善についてが25年度ということですか。そう

したら、それを経て、26年度から予算化された上で今の循環バスから何らかの改善されたバ

スの運行という、そういう見通しになるのですか。 

○議長（後藤信八君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

会議は開催の月につきましては年を開けました２月か３月ですね、委嘱、それから任命関

係がございますので、それを考えております。 

その中で、先ほど言いました改善事業に取り組むということになれば、当然25年度の予算

化ですね、その中でいろいろな調査を行いまして、それで話がまとまれば、いろいろな台数、
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それから利用料、そういったものまでの話、そういった意見を取りまとめたものが決まれば、

当然25年度からそのような運行になっていくものと思っております。 

○議長（後藤信八君） 

３回目ですか。大山議員。 

○８番（大山勝代君） 

確保維持改善というのはそんな短期間で終わるわけですか。例えば、みやき町の場合は１

年間完全にかかっていますが。 

○議長（後藤信八君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

みやき町につきましては３町合併いたしておりますので、交通網と言いますか、そういっ

たものが大変複雑でございますけれども、基山町は１町でございますけれども、その中で希

望としては早い、実際的にそういった調査と言いますか、その調査で完了いたしまして、そ

の中で、当然またそれを踏まえた公共交通会議というものにつきましては５回から６回から、

その程度は開催をいたしまして、その中で合意ができませんと、先ほど申し上げましたいろ

いろな諸条件が解消しませんと運行ができませんので、まずは会議を25年度にはやはり五、

六回は開催しなければならないというふうに思っておりますし、その期間がみやき町では１

年かかりましたけれども、なるべく有効に調査事業を利用いたしまして、合意を図っていき

たいというふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

片山議員。 

○９番（片山一儀君） 

６目の18節庁用備品費で、システムの入札減で160万5,000円ほど下がっているというふう

に書いてあり説明をされたんですね。私はこれでちょっと、幾つかまだ100万台の減がある

んですけれども、ここでちょっとお伺いしたいのは、要するに、入札の最低価格というのは

当然品質保証ですね。そうするために最低価格を設け、標準額というのは大体見積もりをす

るんだけれども、これだけ下がるというのは、例えば1,000万のシステムであっても大体１

割ですよね、減が。要するに、標準価格というか、基準価格が、見積もりがうまくいってい

ないんじゃないのかなと。例えば、基山町はいろんな入札のときに、事前にどれぐらいの価
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格が適当かと業者に見積もりを出させますね、と聞いています。みずからが幾ら基準を、例

えば建築基準は材料がこれくらいあったら幾らと見積もりが全部国の基準がありますが、こ

ういう実際の地場でやるときはどうだという基準がなかなかないから、その見積もり方がど

うなっているのかなというのがこれは疑問なんですけれども。 

○議長（後藤信八君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

これにつきましては、予算の段階で見積もりをしたときには結構相当な金額がかかってい

たんですけれども、その後、業者決定の際に業者見積もりをしましたら、議員がおっしゃる

とおり相当下がっております。ただそういう低価格の提示をしたところも、他市町村でも同

じような事業をやっておりますから、品質には問題ないものと考えております。 

○議長（後藤信八君） 

片山議員。 

○９番（片山一儀君） 

いや、品質ではなくて、行政の見積価格の、要するに予算要求するときの金額の設定がど

うかということを言っているんですね。要するに、これだけの力が本当にあるのかな、見積

もりだけの。それは専門家いるのかな、こういうシステムなんかは。そこらあたりが私は疑

問なんです。例えばプログラムであったらプログラム100ステップで1,000万だったかな、こ

れは大分前の話ですけれどもね、それぐらいかかるわけ。これがどういうシステムかわかり

ませんけれども、そこらあたりの基準値、予算要求するときの価格見積もりが本当に妥当で

はなかったのかなという気がするんですね。それでちょっとお尋ねしたんです。 

○議長（後藤信八君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

予算のときちょっと高かったもので予算の要求は大きかったんですけれども、その後、先

ほど申しましたとおり、９社見積もりをとりまして、それの中で２社が低くて５社が辞退で

２社が当初の予算見積もりと同じような金額を出しておりますけれども、低かった２社につ

きましても県の事業を引き受けたりいろんなことをされておりますので、それについてはこ

の業者が能力を有しないという業者ではありませんので、問題はないかと考えております。 
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○議長（後藤信八君） 

回答が違う。いいですか。久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

先ほどの地域公共交通会議にちょっと戻らせていただきます。今、循環バスが動いていま

すけれども、この循環バスをどうするかという議論をここでされるんでしょうか。ちょっと

１つまず確認させてください。 

○議長（後藤信八君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

循環バスにつきましては、昨年の12月26日に循環バス検討委員会から４項目の意見書が出

ております。それを踏まえまして、今まちづくりのほうでいろいろなセミナーとか職員が勉

強とか何かに行きまして、その中で行きました維持改善事業に取り組んでいって、やはり検

討委員会から出ております意見書の趣旨に沿ったそのような改善をやっていきたいというふ

うなことでございます。（「この会議の中で」と呼ぶ者あり） 

○議長（後藤信八君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

済みません。この改善事業に取り組むには、この地域公共交通会議を開催してその中で決

めていきませんと、この維持改善事業を活用するにはこの地域公共交通会議を必ずその中で

決めていかなければならないということが条件になっておりますので、そのために開催をす

るということでございます。 

○議長（後藤信八君） 

久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

ということは、やはりこの循環バスを維持改善させるためにこの会議を開催するという認

識だと思いますけれども、基山町の場合、この循環バスとコミュニティバス、この定義の違

いというのは何かあるんでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 天本まちづくり推進課長。 
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○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

国が言っておりますコミュニティバスが循環バスということで、同じことでございます。 

○議長（後藤信八君） 

久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

この地域公共交通に関しては、確かに循環バスというのは大事な要素だと思いますけれど

も、もっと幅広い視点を見ながらやっていくことが、私は今望まれているのではないかなと

思っていますけれども、ここに循環バスをどうするかだけではなくて、本当の意味での地域

公共の交通というのはどうあるべきかというのを議論するべきではないかと思いますけれど

も、そのあたりはいかがですか。 

○議長（後藤信八君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

やはり路線バスとか何かそういったものが廃止になりまして、交通弱者といったもの、そ

れから買い物とかそういったものの足となるものがないというようなことで困っている方も

いらっしゃいますので、その点を踏まえたそこの地域の公共交通まで見据えた改善を行って

いきたいというふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

ほかにありませんか。品川議員。 

○10番（品川義則君） 

今の答弁の続きなんですけれども、地域の連携とかということがあると、そうすると筑紫

野とか小郡、鳥栖、久留米、そのあたりとも連携をとったものになるわけでしょうか。これ

は委員会で長野県に行ったときに、隣の隣の３つ、市があって自分の町があって村があると。

村から出た者が市に行くときに連携でやっていったと。そのために住民の全ての地域からア

ンケートをとって全て調べて、連携ができるようにと要望を聞いてつくったということなん

ですけれども、そういうことを前提にして今考えていらっしゃいますか。 

○議長（後藤信八君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 
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議員おっしゃいましたその改善事業の中にメニューが幾つかあります。今議員がおっしゃ

いましたのは地域幹線系統ということだと思います。しかし、基山町が考えておりますのは

地域内フィーダー系統ということですね。だから、この地域内フィーダー系統というものが

充実されて、例えば鳥栖市、そういったものも充実されれば、それを幹線としてつなぐ。先

ほど言いました幹線系統というそういったものは、将来的には可能であるというふうに思っ

ております。 

○議長（後藤信八君） 

品川議員。 

○10番（品川義則君） 

そうすると、また周辺の地域とも一緒に、今コミュニティバスとか循環バスとかやってい

ますよね、小郡、筑紫野とかも。そういうことも計画の今巡行しているとか、これからの将

来のことも踏まえたところの別の段階ですよね、今のところの。その段階まで上がってから、

将来ゆっくり考えてから計画をつくられるということでよろしいんでしょうか。 

○議長（後藤信八君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

先ほど申しましたように、まずは地域内フィーダー系統、これを先に整備をしていきたい

というふうに思っております。 

○議長（後藤信八君） 

鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

一番下のふるさと応援寄附基金についてお尋ねします。これは今まで残高が466万1,000円

ということですけれども、これについては、この基金で活用をされた事業をされたことは今

までございますか。 

○議長（後藤信八君） 

城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

ございません。 

○議長（後藤信八君） 
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鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

全国の方から寄附をいただいて466万というこれは、もうずっと積み立てて貯金して、安

い金利をずっと0.01％で積み立てておくと。町長、これについてどういうふうにあるかとい

う方針とかを出せとか、そういうことを指示されたことはございますか。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

現在のところ、これは早く何かにというようなことは言ったことはございませんけれども、

私の心の中では、やはり基肄城か何かの活性化のために使えたらなという気は持ってはおり

ます。そこまでは言うのはちょっとどうかと思いますけれども、そういうふうなことで何か

にやはり有効に使いたいという気はいたしております。 

○議長（後藤信八君） 

鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

こういう寄附者の思いでわざわざしてありますから、有意義な使い方をやはり、全部の方

に理解していただいて、またこんないいことしてくれるなら、また寄附してやろうという方

が生まれて、金利のえらい高い金利、やはりある程度活用すべきと思いますので、その辺は

十分検討お願いします。 

○議長（後藤信八君） 

城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

ふるさと応援寄附金につきましては、25年度に何らかの形で利用をさせていただきたいと

思っております。以上です。 

○議長（後藤信八君） 

久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

この関連です。今まで寄附金を送られてこられた方、この方々に何らかの、恐らく使って

いれば、こういうものに使いましたという返礼なり何なり出されると思うんですけれども、
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今まで、じゃ、一度も出されたことがないということですか。 

○議長（後藤信八君） 

城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

ございません。 

○議長（後藤信八君） 

城本財政課長。 

○財政課長（城本好昭君） 

もちろんいただいたときにお礼状は出しておりますけれども、その後どういうふうにした

かという報告とかはしておりません。以上です。 

○議長（後藤信八君） 

久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

町長、これは出すべきじゃないですか。「まだ今こうやって思考中です」にしろ何にしろ、

本来このふるさと応援寄附金というのは単年度の計算ではないんですか。これは基金とは言

ったものの、単年度で償還していくものだというふうに私は思っていますけれども、基金で

すか。 

では、町長にお聞きします。今、ポロッと基肄城という話が出ましたけれども、実は、い

ろんな要望も来ています。そういう要望というのは町長のところに届いていますか。幾つか

でも。 

○議長（後藤信八君） 

 小森町長。 

○町長（小森純一君） 

まず、そういう何かお知らせみたいなことを出しておるかということでございますけれど

も、それは実際に使っていないだけに、「ちょっと今プールしております」というようなこ

とでわざわざ出しておりません。先ほど課長が言いますように、いただいたときには、私の

幼稚な字でございますけれども、基山町長小森純一ということでお礼状は出しておりますし、

今たしか何かこれみたいなやつはちょっと一緒にお送りさせていただくというようなことは

やっていると思います。ストラップとか何かで。 
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それと、特別何かに使ってくれというような、そういう住民の皆さんから要望は特にはあ

ってはおりません。 

○議長（後藤信八君） 

ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

次、行きます。 

19ページ、２款２項１目、２目、徴税費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

20ページ、２款３項１目、戸籍住民基本台帳費。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

21ページ、２款５項２目、統計費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

22ページ、３款１項１目、２目、社会福祉費。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

23ページ、３款２項１目、２目、児童福祉費。河野議員。 

○５番（河野保久君） 

ちょっと私の聞き漏れか、確認なんですが、社会福祉総務費の中の賃金の臨時雇賃金、実

績見込み減のためというような説明を受けたと思うんですが、どういう実績を立てられてい

て、それがどう見込みが違ってきたのかというのをちょっと何か聞いたような覚えもあるん

だけれども、もう一回確認の意味で教えていただけますか。 

○議長（後藤信八君） 

内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

この賃金の減額につきましては、放課後児童クラブの臨時雇賃金の年間所要額を、４月か
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ら９月の支払い実績に基づきまして今後の来年の３月までの支払い予定額を算出をして、そ

の差額としてこの238万4,000円の減額をお願いしているところでございます。 

○議長（後藤信八君） 

河野議員。 

○５番（河野保久君） 

そうしたら、当初より時間が減ったということなんですか。そういう考え方でいいんです

か。時間が減ったから、見込みが減ったから、減額を修正したと。当初はもっと時間いっぱ

いを予算で組んでいたということなんですか。 

○議長（後藤信八君） 

内山こども課長。 

○こども課長（内山十郎君） 

実際に支払い時間としてもう少し長い時間を、人数も含めて、ということで見込みをして

いましたけれども、実際の実績に基づいて今後の見込みを立てたところで減額の補正をお願

いしております。 

○議長（後藤信八君） 

ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

次、行きます。 

24ページ、４款１項１目、３目、保健衛生費。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

25ページ、６款１項１目、２目、３目、５目、農業費。久保山議員。 

○２番（久保山義明君） 

２目の農業総務費、中山間地の直接支払いの分ですけれども、これはワイヤーメッシュ

ですか。 

○議長（後藤信八君） 

 松雪農林環境課長。 

○農林環境課長（松雪靖弘君） 
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中山間につきましては、今回事業といたしましては、地区で草切りとかそういうものの

交付金でございます。この減額につきましては、ちょうど京ノ坪の集落面積、城戸１号線が

道路改良に伴いまして面積が減った分で今回２万2,000円の更正をお願いしているところで

ございます。以上です。 

○議長（後藤信八君） 

ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

26ページ、７款１項２目、商工費。片山議員。 

○９番（片山一儀君） 

26ページの２目４節社会保険料は、これは計算誤りなんですかね。要するに、そのよう

に説明を受けたと思うんですけれども、社会保険料が13万1,000円少なくなっていますね。

これは……。 

○議長（後藤信八君） 

 木村企画政策課長。 

○企画政策課長（木村 司君） 

これは緊急雇用の職員さんを当初嘱託で雇っておりましたけれども、ちょっと事情があ

りまして臨時に変えましたので、その関係で社会保険料が不用になった分を落としておりま

す。以上でございます。 

○議長（後藤信八君） 

ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

27ページ、８款２項１目、２目、道路橋梁費。河野議員。 

○５番（河野保久君） 

参考のために教えてください。不勉強で申しわけございません。法定外公共物機能管理

事業補助金というのは、いわゆる里山だとかそういう、何ていうんですか、地目にならない

ようなものの管理という意味合いだと思うんですけれども、もう一回その辺の説明だけ、ど

ういう類いのものか、お教えください。 



- 361 - 

○議長（後藤信八君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

法定外公共物と申しますのは……（「それはいいですから、その補助金って何ですか」

と呼ぶ者あり） 

○議長（後藤信八君） 

 事業補助金の説明。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

それは、基山町法定外公共物機能管理事業補助金交付に関する要綱に基づきまして、それ

を管理していただく、改良していただくために、その事業費に対して30％を町のほうが補助

しておる事業でございます。 

○議長（後藤信八君） 

 具体的に何かある。（「事業の内容」と呼ぶ者あり） 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

いいですか。 

○議長（後藤信八君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

これは京ノ坪水路をブロックを高さ３メーターで延長を71メーターされる工事でありまし

て、それの全体の工事費が650万ですので、それの30％の195万円を補助するものでございま

す。 

○議長（後藤信八君） 

ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

次、行きます。 

28ページ、８款３項３目、公園費。片山議員。 

○９番（片山一儀君） 

先ほどもちょっとお伺いした13節の委託料ですが、設計委託料が300万も減っていますよ



- 362 - 

ね。これも見積額が私はこんなに減るということは普通考えられないですけれども、そこら

あたりはどうなっていますか。 

○議長（後藤信八君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

これにつきましては、当初何社かの見積もりをとっております。その平均の中で当初予算

で600万を計上いたしておりましたけれども、それをやはり入札によりまして入札金額が241

万5,000円でしたので、その差額を更正したということでございます。 

○議長（後藤信八君） 

片山議員。 

○９番（片山一儀君） 

要するに、それがおかしいんじゃないかと。600万からこれが下がったとおっしゃったん

でしょう。それは私は見積もりを、要するに例えば業者に見積もりをとれば高くするのは当

たり前ですよね。普通だったら、落ちれば高くもらえるわけですから。それを逆目に出てき

ますよ。それをきちんと評価できないというのがちょっと問題があるんじゃないかと申し上

げているんです。今、業者を何社かとって平均値を出して、それを基準価格にして入札をさ

れるんでしょうけれども、そのシステム自体がもうおかしいのではないか。自分らできちん

と、難しいですかね、計算するというのは、見積もるというのは。そういうことを言ったの

で、これだけ普通だったら減ることは疑問を持っていただきたいと思う。入札で減ったのは

わかりましたから。いいです。 

○議長（後藤信八君） 

松石議員。 

○12番（松石信男君） 

同じ今のところで、工事請負費として398万ということで上がっているわけですが、これ

はもう具体的に工事を始めているということだろうと思うんですが、これはたしかまだ、私

の記憶では、ワークショップとかそういうものを開いて町民の意見も聞いてやっているのに、

もうやるのかというような感じもちょっとするので、ちょっとこれはどういうことなのか、

具体的にどこの公園とか、前回９月議会やったですかね、前の議会で提案されておったと思

うんですが、ちょっと説明ください。 
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○議長（後藤信八君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

ワークショップは10月15日と11月30日に開催いたしまして、それにいろいろな意見をお聞

きいたしまして、それを今実施設計のほうをやっております。 

ここで追加をお願いいたしておりますのは、先ほどありました委託料と工事費が補助事業

で2,000万の枠の中の事業でしたので、委託料が下がった分を工事費のほうに回すというこ

とですね。それで、１年間の全体事業費の国庫補助事業が2,000万ですので、それで工事を

やっていくということでございます。 

○議長（後藤信八君） 

松石議員。ちょっと質問を……。 

○12番（松石信男君） 

だから、今工事を、具体的に工事費が上がっているわけですよね、工事請負費で。上がっ

ているから具体的に今どういう工事を、私はワークショップまでやって意見を聞いて、そし

て、その後計画されていると思っとったんですけれども、これは工事費と上がっているから

もう工事をやっているのかなと私もちょっと思ったので、ちょっとその辺をもう一回説明く

ださい。 

○議長（後藤信八君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

ですから、意見を聞いて今設計をやっておりますので、その分をまとめて追加して工事費

に回していましたので、それを今から工事を発注するということでございます。（発言あ

り） 

○議長（後藤信八君） 

ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

次、行きます。 

29ページ、８款４項１目、下水道費。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

30ページ、９款１項１目、２目、３目、５目。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

31ページ、10款１項２目。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

32ページ、10款２項１目、２目、３目、４目、小学校費。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

33ページ、10款３項１目、２目、中学校費。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

34ページ、10款４項１目、２目、３目、４目、社会教育費。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

35ページ、10款５項１目、３目、保健体育費。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

36ページ、10款６項１目、幼稚園費。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

37ページ、13款１項１目、土地開発基金費。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

38ページ、13款２項１目、諸費。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 
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39ページ、14款１項１目、予備費。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

以上で第44号議案に対する質疑を終わります。 

      日程第７ 第45号議案 

○議長（後藤信八君） 

日程第７．第45号議案 平成24年度基山町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）を議

題とし、本案に対する質疑を行います。 

議案書の18ページをお開きください。 

第１表、歳入歳出予算補正、質疑ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

ないようですので、事項別明細に入ります。 

事項別明細書の３ページ、歳入、６款２項１目、財政調整交付金。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

４ページ、８款１項１目、利子及び配当金。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

５ページ、９款１項１目、一般会計繰入金。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

６ページ、歳出に入ります。２款１項１目、３目、療養諸費。鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

お尋ねします。寒くなって医療費高騰があると思いましたけれども、ことしの補正額は全

く医療費の上がっておりませんですね。現状の国保の医療費の動向といいますか、もうこと

し、今年度は来年３月まで原予算で、大体今ごろ医療費の追加補正があるようですけれども、

ことしは全然やっていないですけれども、ことしの原予算で３月までは医療費の支払いには

支障はないという、どういう状況でしょうか。 
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○議長（後藤信八君） 

 眞島健康福祉課長。 

○健康福祉課長（眞島敏明君） 

国保の補正をお願いをいたしておりませんけれども、医療費につきましては９月に補正を

お願いをしておりましたけれども、昨年度からずっと言ってきておりました25年度に一応引

き上げをお願いするかもわかりませんということで、24年度につきましてはその準備に入る

ということをずっと言ってまいりましたけれども、いい面が出まして、医療費がそんなにか

からなかったということで一応繰り越しが出まして、その分基金に積み立てをさせていただ

きました。24年度の予定では、基金の残額としては九千四、五百万になるんじゃなかろうか

というふうに思っております。 

それで、24年度の実績といたしましては、10月診療分を12月に支払いをいたしますけれど

も、10月診療分までを見てみますと、昨年と比較いたしますと平均で約450万ぐらい下がっ

ていると。それで、年間にトータルいたしますと約5,000万ぐらい出てきやせんやろかとい

うふうに、ちょっと今のところ私は思っています。それで、９月の時点で補正をお願いして

いました、23年度プラス５％増しということで国保の現計予算を組ませていただいておりま

す。それでも今23年度よりも四、五百万月平均でいけば安くなっていますので、5,000万プ

ラス、23年度をプラス５％分を加えさせていただいていますので、その分が、今のままの医

療費で推移をしていけば繰越金がまた出るのではなかろうかというふうに思っておりますの

で、ひょっとしたら26年度も改定をしなくても済むんじゃなかろうかというふうに、今のと

ころ、あと３カ月間の医療費を見てみないとわかりませんけれども、今10月診療分が大体昨

年は１億近く行っていましたので、グッとはね上がるかなと思っていましたけれども意外と

上がらなかったということがございまして、少し安心しているところでございますけれども、

今のところ繰越金が大分出るのではなかろうかというふうにちょっと見通しを立てておりま

す。 

○議長（後藤信八君） 

鳥飼議員。 

○７番（鳥飼勝美君） 

担当課の御努力のたまものか、インフルエンザとかがないとかと思いますけれども、具体

的に医療費が予算を大幅に下がるということは非常にいいことですけれども、担当課として
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はどういうふうな理由が考えられると思うんですか。今予算よりも医療費が下がっている原

因はどういうところがあると思いますか。 

○議長（後藤信八君） 

 眞島健康福祉課長。 

○健康福祉課長（眞島敏明君） 

23年度を基礎にして24年度も組んでおりますので、その場合、23年度が異常に医療費が高

かったということがございまして、24年度の最初の３カ月間はその23年度よりも上回ってい

たという、出だしの３カ月がですね、それで９月補正でまた23年度プラス５％ということで

組ませていただいていましたけれども、それから先がずっと23年度を下回ってきたというこ

とがございまして、何がどうなったかというのは詳しく分析はいたしておりませんけれども、

月平均で見てみますと一応そういう推移になっているということでございます。 

○議長（後藤信八君） 

ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

７ページ、２款２項１目、高額療養費。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

８ページ、３款１項１目、後期高齢者支援金。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

９ページ、６款１項１目、介護納付金。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

10ページ、８款１項１目、特定健診事業費。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

11ページ、８款２項１目、２目、保健事業費。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（後藤信八君） 

12ページ、９款１項１目、基金積立金。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

13ページ、12款１項１目、予備費。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

ないようですので、第45号議案に対する質疑を終わります。 

      日程第８ 第46号議案 

○議長（後藤信八君） 

続きまして、日程第８．第46号議案 平成24年度基山町下水道特別会計補正予算（第３

号）を議題とし、本案に対する質疑を行います。 

議案書の21ページをお開きください。 

第１表、歳入歳出予算補正。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

第２表、23ページ、地方債補正。片山議員。 

○議長（後藤信八君） 

片山議員。 

○９番（片山一儀君） 

債務負担行為補正ということで出ているんですが、これは当初予算のときに厚生産業委

員会でされたんだと思うんですけれども、ちょっとびっくりしたんですね。これで変更前、

変更後が2,032万8,000円、役場でできないのかなと、公共企業会計が。今までずっと前から、

今は政令指定都市までは全部それをやることになっておりますね。県も。ところが、市町村

もそういう形になっているから準備をという話を私はここでしてたはず、質問してきたんで

すけれども、準備をしているという話だったんです。開けてみたら、委託の準備をされてお

ったんですね。例えば３級簿記、鳥栖商業を出れば２級簿記まで取れる人がいると思うんで

すけれども、３級の商業簿記を取っておれば、６けたのバランスシートまで読めるはずなん

ですよ。それぐらいのことが準備でちゃんと職員の養成をしておけば、これは財政課なのか、
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会計管理者なのかわからないけれども、ここあたりはちょっとやれるんじゃないですか。自

分のところで準備した１年間なり１年半なりの期間があるわけですから、職員養成をすれば。

そうすると二千何百万という金は無駄遣いじゃないかと思うんですが、どうですか。 

○議長（後藤信八君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

この企業会計移行業務の中には、まずは今入っております下水道のいろいろな管、それ

からコミュニティ施設、そういったものの評価も入っております。それから、それを企業会

計の簿価そういったものに換算していくわけです。それから、今度はそれを移行したときの

システム開発といいまして全部を電算処理、そういったものも入っております。そして、そ

れの整備を図るためには、やはりここでも上がっておりますように３年間かかりますので、

それを今のおります職員でやっていくというのは、何と言いますか、職員の数にやはり限度

がございますので、これはこういう業務委託を活用したほうが利便性があるのと、今、先ほ

ど議員おっしゃいましたように、これを国も相当進めております。それでこの事業に投入し

ます一般財源の分は地方交付税の措置がなされるというふうなことでこの事業に取り組んだ

経緯がございますので、それの利点を生かしながらこの移行業務をやっておるということで

ございます。 

○議長（後藤信八君） 

片山議員。 

○９番（片山一儀君） 

おっしゃるその回答は前回も受けました。確かに財産評価をするのは多分難しいだろう

と思います。全部下水道管から排水管からの評価は委託をしなきゃいけないかもわからない。

公企業会計のソフト自体はあるわけですよね。ほかでも持っているはずですよ。国がやって

いるんだから。それをあと入力して、バランスシートなりプロフィットチャートなり減価償

却なり全部やっていくのはできるはずですよ。大体一番最初のものはできない。公企業会計

は財産評価をしなきゃいけないから。それで減価償却をしなきゃいけないですね。減価償却

だって定率法でやるのか定額法でやるのかわかりませんけれども、そういうシステムは非常

に簡単に、難しいのはそこだけ、最初の評価だけですよね。評価ができれば、あとは全部プ

ログラムどおり減価償却すればいいんだし、帳簿上はこれは全部決まりがあるわけですから、
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この公企業会計はですね。それを勉強すれば私はできるだろうと思うんです。努力すればい

いんです。人がやっているんだからやれるんですよ。ね。できないと思っていたら、そこか

らもうできなくなっちゃうんですよ。それができないと思ったときからもうできない。この

前、ジョウコウさんがその話をしていました。やれないと思ったときからやれない。富士山

に登らないと思ったらもう登れないんですよ。登ると思う限りは登れるんですよ。それで努

力するんですから。全部ができるとは思いませんけれども、ちゃんとそこらあたりを仕分け

をして、補助金もそういう形で国はちゃんと考えているはずね。このところはできないだろ

うからこういうふうに補助つけるよと。そのかわり公企業会計に移行しなさいよとこういう

話で、やはりそこらあたりはちゃんとやってもらわんと税金の、要するに全額負担じゃない

ですからね。補助金もこちら出さなきゃいかんわけですから、そういうシステムになってい

るんだから。もう少し御研究をお願いして、きめ細かな仕事をお願いしたい。 

○議長（後藤信八君） 

何かありますか、答弁。要望ですか。いいですか。林議員。 

○議長（後藤信八君） 

林議員。 

○11番（林 博文君） 

ちょっと８節の報奨金ですが、これは受益者の負担金の……（「まだ入っとらん」と呼

ぶ者あり）ああ、まだ入っとらん。ごめんごめん。 

○議長（後藤信八君） 

まだ款別に行ってませんよ。第２表よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

じゃ、事項別明細の３ページ、下水道。歳入、３款１項１目、下水道国庫補助金。あり

ませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

４ページ、５款１項１目、財産運用収入。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 
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５ページ、繰入金。６款１項１目、公共下水道基金繰入金。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

６ページ、６款２項１目、公共下水道一般会計繰入金。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

７ページ、９款１項１目、公共下水道事業債。ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

歳出、行きます。８ページ、２款１項１目、公共下水道事業費。８ページ。林議員。 

○11番（林 博文君） 

８節の報償費ですが、受益者負担金の一括納入報奨金18万3,000円ですが、これは宅地あ

たりに平米当たりでとられたところに、５年間とかそういうのを分割払いをされるのが一括

して払われたところに払われておる報奨金だと私は認識しておりますが、こういうのを何で

ずっと続けているのかなというふうに感じるわけですが、今後もこういう報奨金を出される

ものか。要は、基山町としては３年前ぐらいに廃止になりました固定資産税とか町県民税、

それから国民健康保険とか、そういうのを４月５月に納めると大体前納報奨金というのを差

し引きで納めておったわけですが、この下水道だけ何で一括に対しての報奨金を出されてお

るわけか。それをちょっと聞きたいと思いますが。そして、あと続けていかれるものか。整

合性。 

○議長（後藤信八君） 

 天本まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（天本正弘君） 

今、議員おっしゃいますように、その報奨金を今後も継続させていくのかと、ある一定

の開発と言いますか、整備と言いますか、それが一段落今はしましたので、それを今後も続

けていくのかといったものはしばらく検討、25年ぐらいまでは検討をしていきたいと思って

おります。 

○議長（後藤信八君） 

林議員。 
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○11番（林 博文君） 

この報奨金については、それはもう加入されておるところも加入されてないところも、

下水道引けば一括して払えば、前もって払われるから報奨金を今まで払っておられたわけで

すが、住民から見ればここまでして、税の公平性というような形から見れば、当然これは払

っていただいて下水道なり水道なりを自分の自宅のほうに引くわけですから、それの代金で

すから、私はこういう報奨金についてはもう見直すべきじゃないかというふうに思います。

町長もどういうふうな考えを持っておられますか。これは前は固定資産税の前納報奨金とか、

みんな廃止されたと思いますが。 

○議長（後藤信八君） 

 小野総務課長。 

○総務課長（小野龍雄君） 

負担金については税との性質とは全く違いまして、税は単年度に同じ基山町の面積の中

に賦課をしますから、前納したら報奨金、それはもう全部平等にありますので、当然なくす

ならその年度からなくせば次の賦課は全部にはかかってこないと。下水道の受益者負担金と

いうのは、基山町の面積の20年度はこの部分をします、21年度はこうしますということです

から、20年度の人だけが前納報奨金の価値を受けるというのには問題がありますから、その

制度が全部かかった時点でなくすのはいいと思いますけれども、その辺については年度の問

題があるということで税とはちょっと違うと思います。 

○議長（後藤信八君） 

よろしいですか。ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

ないようですので、第46号議案に対する質疑を終わります。 

以上で質疑の全てを終結します。 

      日程第９ 委員会付託 

○議長（後藤信八君） 

日程第９．委員会付託を議題とします。 

ただいまから議案付託表を配付しますので、しばらくお待ちください。 

    〔資料配付〕 
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○議長（後藤信八君） 

ただいま議案付託表を配付しましたが、配付漏れはございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

お諮りします。会議規則第38条の規定により、今期定例会休会中の審査に付するため、

議案付託表記載どおり、これを総務文教常任委員会、厚生産業常任委員会に付託することに

御異議ございませんか。片山議員。 

○９番（片山一儀君） 

この議案だけだったらいいんですが、私、議会運営委員会を２回とも傍聴させていただ

きました。請願の取り扱いについて議論されていたんですけれども、それについてはこの議

案ではないから出されていないと思うんですけれども、非常に感心をしたと、こんなことを

言ったら失礼かもわかりませんけれども、あの中で非常に議題になったこの請願について、

議運の委員長である重松議員は、きちんと地方自治法の第117条を理解をされて、請願の取

り扱いについては副委員長の品川議員に交代をされたんですね。この付託表はいいんですけ

れども、そこらあたりはどのようにされるのか。 

というのが、この請願表の問題点が多過ぎる。請願自体に問題はないんですけれども、

１つは、議運でもそう言われたように、総合計画、都市計画とかいろんなことに関する事項

で単独のことで…… 

○議長（後藤信八君） 

片山議員。請願の付託はきょうはしていません。20日にします。 

○９番（片山一儀君） 

わかりました。じゃ、そのときに申し上げます。 

○議長（後藤信八君） 

付託について御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤信八君） 

御異議なしと認めます。よって、以上のとおり決定いたしました。 

本日の会議は以上をもって散会といたします。 

～午後３時32分 散会～ 


